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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北市勲君） これより、本日の会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、４番竹村議員、９番御家瀬議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（栗山滋之君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は獅畑議

員が欠席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ これより一般質問

を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、平和と安全について、２、子ど

もの貧困について、３、子育て支援について、４、

学校図書室及び図書館について、５、地域医療・介

護について、議席番号１番、木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 質問に入りたいと

思います。 

 大綱１、平和と安全について、①、核兵器禁止条

約についてお伺いをします。ことし７月７日、国連

会議において核兵器禁止条約が採択されました。加

盟国の６割を超える122カ国の賛成で人類史上初め

て核兵器を違法化する条約が採択されるというまさ

に歴史的壮挙だと思いました。しかし、日本政府は

交渉にさえ参加しないという姿勢を示しており、今

後も署名することはないと見解を示しております。

その後行われた８月の広島、長崎での平和式典では

広島市長、長崎市長、また被爆者団体の代表の方な

どから被爆国である日本が被爆者や遺族の思いを受

け、積極的に核兵器禁止条約へ参加すべきだという

厳しい指摘を受けております。核兵器禁止条約と日

本政府の姿勢について、市長の見解を求めます。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 核兵器の禁止条約について

お答えをさせていただきます。 

 核兵器の禁止条約につきましては、本年３月から

ニューヨークの国連本部で制定に向けた交渉が行わ

れまして、圧倒的多数の賛成により採択されたとこ

ろでございます。条約は、本年の９月から署名手続

が開始されまして、批准国数が50カ国に達してから

90日後に発効されることとなってございます。本市

は、世界平和と核兵器の廃絶による恒久の平和を願

い、幸せな市民生活を守る決意を表明し、昭和60年

の９月24日に非核平和都市宣言をしておりまして、

広島に原爆が投下されてからことしで72年となりま

すが、過去の悲しい出来事を繰り返してはいけない

とのそういう思いから毎年原子爆禁止世界大会へ本

市の中学生を市民の代表として派遣するなど取り組

んできたところでございます。本市といたしまして

は、これまで同様、非核平和都市宣言の趣旨に基づ

きまして平和活動を行っていく所存でございますの

で、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 これまで同様と、

平和活動を行っていくということであります。 

 なぜ日本政府は交渉参加もせず、署名も行わない

と言っているのか、こういったところには答弁あり

ませんでしたが、ぜひこのことを全国の自治体で考

えていくべきだと私は思います。今の答弁では、広

島、長崎、また被爆者の方だけが当事者であって、

これは国が考えることだという印象を受けます。し

かし、私は決してそうではないと思っております。

日米同盟に影響が出るなどと言って核兵器廃絶に消

極的な日本政府が幾ら橋渡し役をすると言っても説

得力がないと思います。核抑止論で平和が保たれる
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というのであれば、全ての国が核を持てば平和にな

るということになりますが、これは絶対にあり得な

いと思います。全ての国が核を捨てることが平和に

なるということではないでしょうか。全国の自治体

で日本政府が核兵器禁止条約の署名、批准すること

を強く求める、そういった声を上げていくことが平

和への道だということを申し上げたいと思います。 

 次の質問に移ります。②です。北朝鮮の核実験と

ミサイル開発についてお伺いします。昨日、国連で

も制裁決議が決まりましたけれども、北朝鮮は国際

社会が強く自制を求めているもとで弾道ミサイルの

発射を強行し、今月３日には６回目の核実験を強行

しました。日本共産党は、類似の安保理決議違反の

暴挙であり、厳しく糾弾し、抗議するといった内容

の声明を出しております。８月29日早朝のミサイル

は、北海道の上空を通過するという極めて危険な行

為で、早朝からＪアラートが鳴り、北海道を含む多

くの国民が緊張と恐怖を覚えたと思います。北海道

では、札幌市、旭川市、帯広市、苫小牧市などが市

長名で抗議文を送ったということですが、市長とし

ての見解を求めます。 

 また、アメリカと北朝鮮との間の軍事的緊張がこ

のまま続けば、偶発的な軍事衝突に発展するおそれ

もあり、もしそうなれば米軍基地のある日本にもお

びただしい被害が起こり得ます。日本共産党は、ア

メリカと北朝鮮、米朝で無条件で直接対話をするこ

と、これを呼びかけ、そして日本政府にも軍事的対

応をあおるようなことをせず、平和的、外交的解決

のために直接対話を実現させる努力を求めておりま

す。日本政府の対応について、市民の命、安全を守

る市長としての見解もあわせてお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 北朝鮮の核実験とミサイル

開発についてお答えをさせていただきます。 

 ８月29日には、北海道上空を北朝鮮の長距離弾道

ミサイルが通過をいたしまして、北海道を含む各地

で早朝からＪアラートが鳴り、多くの市民の方々に

緊張が走りました。また、９月の３日には北朝鮮で

過去最大規模の核実験が行われ、核実験による地震

波が観測されたところでございます。多くの国が核

兵器廃絶に向かう明確な意思決定を示す中で強行さ

れたことは、こうした国際社会の核兵器のない世界

の実現に向けた懸命な努力を無にするもので、到底

許すことはできないものであります。非核平和都市

宣言をしております本市といたしましても本市が加

盟をしております平和首長会議が北朝鮮に対して全

ての核兵器と核計画を即刻放棄し、国際社会との対

話と協調による外交努力を誠実に行うよう改めて強

く要請をする抗議文を送付しているところでござい

ます。先ほども述べましたが、本市は非核平和都市

宣言、これをしておりますので、その趣旨に基づき

まして市民の生命と財産を守るために国や北海道、

他の自治体とも連携を図りながら取り組んでいかな

ければならない問題と認識しておりますので、ご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 抗議文は、首長会

議で送っているということでした。 

 日本政府は、北朝鮮は対話をする気がないと、対

話のための対話では意味がないと。最近は、対話と

圧力から圧力だけに偏重をしております。政府は、

来年度ミサイル防衛予算をさらにふやす方向を示し

ており、イージスアショアやＳＭ―３ブロック２Ａ

などは、これはミサイルを撃たせないようにするも

のではなくて、撃たれたときの備えだと思うのです。

軍事的緊張というものは、今後も続いていくのでは

ないかと思います。つまり市民の不安がなくならな

いということです。撃たせないためには、対話のテ

ーブルに着くことがまず行うべきことだということ

を申し上げたい。ぜひアメリカと北朝鮮が無条件で

対話できるように、日本政府はその実現に努力する

よう赤平市長としても働きかけをぜひしていただき

たいと申し上げたいと思います。 

 次の質問に移ります。大綱の２、子どもの貧困に

ついて、①、子どもの貧困の調査についてお伺いし

ます。人口減少対策として、医療費無料化や保育料
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の無料化などの拡充とあわせて、ひとり親家庭の各

助成制度、準要保護基準は1.5と道内最高レベルの赤

平市は、来年度からは就学援助も就学前支給を行う

など経済的な貧困への対策、これは一定評価される

と思います。しかし、家庭環境などからくる子供の

貧困は把握が困難なケースもあり、人口減少対策の

一部としての支援だけではなく、子供の貧困の解消

という観点からの実態把握、そして対策といったと

ころが大事になってきます。例えば口腔崩壊、虫歯

など、また栄養の偏りや不規則な生活による健康被

害、これらに共通しているのは保護者の労働環境が

不規則であったり長時間であること、また共働きや

かけ持ち就労で子育てに時間が割けない、あるいは

ネグレクトなどが原因として挙げられています。 

 厚生労働省が毎年行っている国民生活基礎調査に

おいて、３年に１度の子供の貧困率の統計がありま

すが、果たしてそれだけで把握ができているのでし

ょうか。最近では、独自の調査を行い、実態に合っ

た施策を講じていこうという自治体が出てきており

ます。沖縄県では、平成28年の調査で子供の貧困率

は29.9％、これは平成27年の国民生活基礎調査の

13.9％の2.15倍にもなりました。沖縄県では、その

ほか衣服、医療、食事などの困窮や学校生活、友達

との関係、放課後の居場所など経済的なもの以外に

ついても調査をされております。現在北海道も前向

きに検討をしているということですが、赤平市では

子供の貧困に関してどのように把握し、現状はどの

ようになっているのかお伺いをします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 子供の貧困の調査

についてお答えいたします。 

 国が行っている国民生活基礎調査では、直近の結

果である平成27年の子供の貧困率は全国で13.9％で

あります。この調査では、都道府県ごとの子供の貧

困率は公表されていませんが、民間の調査機関や大

学による独自の分析では北海道における子供の貧困

率は約20％と推計され、全国の中でも高い位置にあ

ると推測されています。 

 赤平市における子供の貧困状況の把握についてで

すが、札幌市などの大都市を除くと全国的に見ても

市町村独自で調査を実施している自治体は少ない状

況であり、当市におきましても未実施でありますが、

総体的には全道レベルと同程度の割合であると認識

しております。このことから、日常的に子供と接す

る機会が多い保育所や幼稚園、学校とも連携をとり

ながら保護者の経済状況だけではなく、子供の健康

状態などにも気を配りながら子供の貧困の把握に努

めてまいりますので、ご理解いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 北海道は約20％と、

赤平市も同様ではないかという認識だということで

ありました。学校や保育所、幼稚園、こういったと

ころがプラットホームになるということは大切なこ

とだと思います。一番接しているところであり、一

番発見が早いということ、そこが大事だと思います。

経済的な貧困、家庭環境からくる貧困、なかなか踏

み込むにはデリケートなところであると思います。

そして、子供たちはだからゆえ、なかなか声に出し

ては助けてほしいとは言えません。学校等で気にな

ること全てに気配りをするというのは難しいとも思

います。だからこそ調査の必要があるのではないか

と思います。けさ新聞でも美唄の髙橋市長が早急に

調査をするというような記事もありました。ぜひこ

ういった子供たちのＳＯＳを見逃さない、そういっ

た支援につなげる調査のほうを検討していただきた

いと思います。 

 次の質問に移ります。②、子ども食堂についてお

伺いします。北海道でも子供食堂が広がってきてお

ります。近隣では新十津川町で始まっていますが、

民間主導が多く、受け身になっている自治体が多い

のが現状です。この子供食堂は、子供の貧困対策だ

けでなく、子供の居場所として、また地域のコミュ

ニティの場としても機能し、多世代間交流など幅広

い効果も期待されています。国立社会保障・人口問

題研究所の生活と支え合いに関する調査結果の概要
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2012年調査では、過去１年間に経済的な理由で家族

が必要とする食料を買えなかった経験を持つ世帯

は、よくあったが1.6％、時々あったが4.7％、まれ

にあったが8.5％で、合計14.8％が食料確保に何らか

の困難を抱えているという結果も出されておりま

す。 

 子どもの貧困対策法第５条、国民の責務では、国

民は国または地方公共団体が実施する子供の貧困対

策に協力するよう努めなければならないとあります

が、私は国や地方公共団体がまず実施してこその国

民の努力義務ではないかと思います。そういった意

味からも実態を調査し、必要なら民間との連携も含

めて協議し、実施していくべきことだと考えますが、

子供食堂についての考えをお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 子ども食堂につい

てお答えいたします。 

 開設当初は、貧困や親が忙しく温かい食事がとれ

ない子供たちを対象にしていたところが多かったで

すが、現在では子供たちへの食事の提供のほか、高

齢者が１人で食事をする孤食の解消、さらにはさま

ざまな世代と交流できる場の提供や食を通じた地域

コミュニティづくりなどを目的に開設しているとこ

ろがふえてきております。運営は、ＮＰＯ法人のほ

か、近隣では地域住民が地元の食材を生かし、手づ

くりで食事を提供しているまちがあり、食事代も子

供食堂の趣旨を生かし、18歳以下は無料としている

ところが大部分で、大人にも低料金で提供している

状況でございます。 

 このような中、赤平市においても必要なら民間と

の連携も含めて協議し、実施していくべきではとの

ご質問ではありますが、現在地域貢献事業の一環と

して取り組むことが可能かどうか検討したいという

動きがあることから、その動向を注視し、開設する

となったときには市としてどのような協力ができる

か検討してまいりたいと存じますので、ご理解いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 独居の高齢の方な

んかにも門戸を広げると、同じように一定の効果が

出てくると思います。前向きな検討ということだと

捉えます。実際に利用されるかどうかというのも改

めて調査も必要だと思いますし、先ほどのアンケー

トとあわせて検討をしていっていただきたいという

ふうに思います。経済的な貧困だけでなく、保護者

の就労状況によって温かい御飯が食べられない子供

たちもおります。そういった子供たちにも門戸を広

げることで、利用することをためらう家庭、子供が

減るような配慮も実施するときはあわせて行ってい

ただきたいと思います。ぜひ積極的に取り組んでい

ただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。③、子ども塾についてお伺

いします。ことしの夏休みに市内小中学校で夏休み

学習会が行われました。しごと・ひと・まち創生総

合戦略で重点施策に位置づけ、動きが本格化してき

たところだと思います。まず、どのような結果だっ

たのかをお聞きしたいと思います。学力向上、人口

減少対策としての面とあわせて、今回は子供の貧困

という観点から有効なものとなったのかということ

についてもお聞きをしたい。 

 私はここ数年、経済的な問題や送迎が困難だから、

また普通の学習塾についていけないといった理由で

行かせたくても行かせられないという保護者の方々

の声を聞いてまいりました。そういう子供たちが学

ぶ場として放課後や休日など、毎日ではなくとも毎

週何曜日など通年で行っていくことが望ましいと思

っております。今回は、夏休みで学生ボランティア

という条件で行われたということ、そして始まった

ばかりということもありますが、今後の方向性、ま

た今回得た課題などとあわせてお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 子ども塾についてお

答えいたします。 

 赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の重点施

策に位置づけられている学生ボランティア事業の一

環であります子ども塾についてでありますが、本年
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度より学生ボランティアの登録を受け付け、現在学

生地域定着推進広域連携協議会加入の江別市内の大

学から２名、そして札幌市内の大学から２名、計４

名の大学生に登録していただいております。この大

学生の皆さんには、各小中学校における夏休み学習

会において児童計84名、生徒計58名参加の中、教職

員の指導助手としてそれぞれ２日間ずつ学習活動の

支援をしていただき、子供たちの学力向上と大学生

の皆さんのキャリアアップを推進したところです。

また、将来教職員を目指すという学生の皆さんの熱

意ある姿勢に対し、学校現場からの高評価を得たと

ころです。なお、今後におきましては放課後学習会

における学習支援やクラブ活動、部活動における支

援等、幅広く活動していただく予定となっておりま

す。 

 この事業につきましては、事業開始後間もなく、

学生ボランティアの登録者も少人数でありますが、

各小中学校における放課後学習会を実施するととも

に、さらなる学生ボランティアの人材確保に努め、

経済的な理由などで学習塾に行くことができない子

供たちも含めた学習支援を行うことにより、子供た

ちの学力向上を図ってまいります。 

 また、議員が言われますように各小中学校におけ

る放課後学習会の曜日を定め、通年で行うことによ

り学習機会の拡充が図られ、総合戦略の基本目標で

あります若者が安心して子供を産み育てられる地域

づくりにつながり、人口減少対策になるものと考え

ておりますので、ご理解賜りますようお願いいたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 放課後学習、部活

等、通年の方向性もあるという答弁だったと思いま

す。ただ、子ども塾はいつの間にか総合戦略の学生

地域連携事業と一緒になってきているように思われ

ます。今おっしゃったように江別、札幌の学生さん

たちだけでは、交通費の問題なども出てくるのでは

ないかと思われます。学生連携の形にこだわらず、

市民の中にいらっしゃる退職教員の方々や始まった

コミュニティスクールの中でできることを模索し、

ぜひ早期に通年で行える体制をとっていただきたい

というふうに思います。 

 次の質問に移ります。大綱の３、子育て支援につ

いて、①の保育士確保についてお伺いします。保育

士の臨時職員の募集と正職員の募集、また臨時職員

の待遇改善について、７月に行政常任委員会におい

て報告がありました。本年度から第２子以降の保育

料を無料化し、子育て支援を拡充したことから、受

け入れる側の強化が必要だと私も指摘をしてきまし

たので、保育士の正職の募集、また臨時職員の待遇

改善したことは率直に評価をしたいと思います。し

かし、これが実際に強化になっているのかというと

ころに疑問があります。現場の保育所に聞きますと、

実際はふえるのではなく、あくまで減った職員の補

充になっており、保育士さんの負担は大きくなって

いるということです。そこで、現在保育士は何名足

りないのか、またそういった現場の声はいつごろか

らどのようなものが上がっていたのか、そして保育

士不足は解消をされるのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 保育士の確保対策

につきましては、市役所内部だけではなく、保育所

長ら現場の声を聞きながら、どのような工夫をすれ

ばよいのか随時協議を行っており、本年度途中の正

職員募集や８月からの臨時職員の待遇改善を行った

ところであります。しかし、先週末現在臨時保育士

の応募は残念ながらない状況であり、また正職員の

募集要項を管内の保育士養成課程がある学校へ持参

した際には担当教授からことしは本州からの求人が

例年になく多く、全体では学生数の７倍以上の求人

があるという説明があり、このようなことから正職

員の受験申込者数も昨年以下になっていると考えら

れます。 

 ご質問がありました現在の保育士の不足数です

が、ことし４月以降２名の保育士が退職し、さらに

今月１名の保育士の退職が見込まれることから、最

低でも３名が不足している状況であります。また、
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実際の保育現場からの保育士不足に対する補充要望

については、人手が少なくなり、勤務時間を工夫し

ながら対応しなければならなくなったことが昨年ご

ろからあり、これを踏まえて今年度には正職員を採

用したところであります。今後の保育士不足解消の

見込みについてですが、新聞やテレビ等で報道され

ているように全国的に保育士不足が生じていること

から、いつまでに解消することができると時期を明

確にすることは難しいですが、赤平にいる子供たち

のために一日でも早く解消できるように今後も努力

してまいりたいと存じます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 現在は、最低でも

３名不足しているということでした。昨年から保育

士が不足しているという声も出ていたと、解消を早

くしたいということでしたけれども、やはり早い段

階から現場では声が上がっていたというのは事実だ

と思います。そして、それを難しいと言いながら先

送りした結果、大変な事態になっていると言わなけ

ればいけません。今の答弁ですと、最低３名の補充

があってもことしの始まった時期と同じ状態になる

だけですので、とても解消になったとは言えないと

思います。難しい、解消したいではなく、いつ解消

されるのかということが大事だと思います。具体的

にどういったことが起こっているのか、次の質問に

移ります。 

 ②の待機児童についてお伺いします。近い将来、

待機児童が出るかもしれないと６月議会で同僚議員

の質問に答弁がありました。さきの質問に対する答

弁でも現在保育士が足りていないということであり

ます。保育士の方の労働環境も大変心配されますし、

健康面の管理なども非常に心配がされます。保育士

の拡充を早期に進めるということは、ここでもしっ

かり改めて申し上げたいですが、保育士が足りてい

ない中で受け入れが今現在しっかりできているのか

ということだと思います。つまり既に待機児童が出

ているのではないかという疑問になります。現在待

機児童が出ているのであれば何名か、また隠れ待機

児童の可能性があるなら、その人数もあわせてお伺

いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 待機児童について

お答えいたします。 

 昨年、平成28年の出生者数は平成27年と比較して

10人以上増加しており、この中にもことし母親の育

児休業終了に伴い、保育所の利用を希望する方がお

りました。しかし、保育所で子供を受け入れる場合、

子供の年齢に応じて１人の保育士が対応できる児童

数は国の基準により定められていることから、保育

士数の減少に伴い、やむを得ず入所することができ

なかった子供が２名発生してしまいました。また、

一時保育を希望しながら保育士不足のため対応でき

なかった事例もことしに入り、残念ながら発生して

おります。ことし４月時点で赤平市においては待機

児童がいませんでしたが、先ほどご説明したように

現在は入所できない子供が発生してしまい、今後も

保育士の確保ができない状況が続けば、新たな待機

児童が発生する可能性は否定できない状況でござい

ます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 待機児童という表

現がまず出てこないのですけれども、申し込みが来

て受けられなかったら待機児童ではないのでしょう

か。やむを得ず入所することができなかった子供２

名とありましたが、待機児童ではないのでしょうか。 

 また、一時保育を希望しながら対応できなかった

事例も発生しているとのことですが、これは私は隠

れ待機と同等だと考えますが、発生したというのは

何件でしょうか。まず、そこをはっきりと答えてい

ただきたいと思います。かつ、それぞれにどのよう

に対応をしたのか、あわせてお伺いしたいと思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） ことしやむを得ず

保育所に入所することができなかった２名につきま

しては、母親の育児休業の延長がそれぞれの企業で



 －47－ 

認められたことから、現在は自宅で保育をされてお

ります。 

 また、一時保育を希望しても対応ができなかった

件数は２件あり、そのうちの１件はファミリーサポ

ートセンターを利用し、もう一件は祖父母ら家族の

協力を得て対応してもらったというふうに聞いてお

ります。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 隠れ待機の状態に

なったということだと思うのですよね、企業の理解

や家族の負担で。ただ、これも隠れ待機ではなく、

今は待機児童になっているのです。赤平市は、待機

児童が出ているということだというふうに確認がと

れました。これが実際昨年から現場の保育士さんた

ちが不足しているという声を聞いてこなかった、素

早く対応できなかった結果ではないかと思うので

す。行政側の都合で保護者にも企業側にも負担をお

願いする結果になっているのではないでしょうか。

その辺について、理事者はどう思っているのかお伺

いをしたい。 

 復職をしていれば得られたであろう給料、また復

職できないことによる企業の人員不足、例えばファ

ミリーサポートを利用する利用料、あとは家庭内従

事者であれば家族の負担、こういったものはどれも

行政側に責任があると私は思います。申し込みを断

られた方々あるいは事業者の方々へどう思っている

のか、なぜ保育士確保にすぐ動けなかったのか、理

事者のほうにお伺いをしたいと思います、副市長。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） これまでも担当課長から

答弁してまいりましたように、全国的な保育士不足

という状況でございます。ただし、担当課において

は保育士確保のため、ハローワークへの求人はもち

ろんのこと、保育士養成課程のある学校等へ出向き

まして求人のお願いに当たってきたところではござ

いますけれども、なかなか保育士の確保に結びつか

なかったということでございます。そのような中で

今年度は１名の正職員を採用しておりますし、新年

度におきましても正職員の採用を予定しておりま

す。今後は、認定こども園等の設置も予定されてお

りますことから、計画的な保育士の採用に努めてま

いりたいというふうに思いますので、ご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 担当課はやってい

ると。それでも結局臨時職員の募集だったわけです

よね。そして、結果として私は対応が遅かったのだ

ということだと思います、今の話を聞いても。新年

度に確保すると言いますけれども、現時点で待機児

童が出ているのです。子育て支援で保育料の無料化

をしても、拡充をしてもこのような状況では全く意

味がない施策になると思います。だから、受け入れ

の体制の強化をと私は言ってきたわけです。保育士

確保ができない場合に、新たな待機児童が発生する

可能性も否定できないと先ほど課長は答弁しました

が、課長にそういった答弁をさせずに全力で保育士

確保に取り組むと、中途採用もやるというふうに言

えないのでしょうか。もし確保できなかった場合で

すけれども、新年度と先ほどおっしゃいましたが、

どうやって受け入れる子供と受け入れられない子供

を決めるのでしょうか。市長は、そんなつらい仕事

を現場担当課にさせるおつもりなのでしょうか。私、

３月の議会で市長への質問で、こども園ができるま

での間、２カ所ある保育所の効率的な運営等につい

て検討していくと答弁いただいております。これが

とても効率的な運営だとは思えませんが、市長の見

解を改めてお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 私も議員の言ったことにつ

いては理解をしております。ただ、現場としてはや

っぱり予算の部分もございますでしょう。いろんな

角度の中で検討しながら、一番いい方法を模索して

いるのだというふうに私は信じております。ですか

ら、どんなことがあっても一番大変なのは子供たち

でございますけれども、それに添うようにできるだ
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け早くなるように、できるだけ早くその期待に応え

るような努力をするのが行政の役目だというふうに

思いますので、それに向かって努力をしてまいりた

いというふうに思っています。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 予算があるからと

いう理由で市民に我慢をしてほしいと、このままの

状態で待機児童をそのままにしておくというのは私

は到底納得ができません。現場の声を聞かずに待機

児童を出した責任というのは、これは明らかに理事

者側にあると私は強く指摘をしたい。受け入れがで

きないことを説明しなければならない職員の気持

ち、また受け入れてもらえない親の気持ち、まずそ

こにおわびをしなければいけないと私は思います。

重ねて中途採用、来年度を待たずに保育士の確保、

そして新規採用、臨時職員の将来への希望も含めて

早期に保育士不足と隠れ待機の解消、待機児童の解

消をすることを強く求めたいと思います。 

 次の質問に移ります。③、子育て支援条例と認定

こども園の進捗についてお伺いします。平成30年４

月から子育て支援条例を施行するとことしの所信表

明でありました。人口減少、子供の貧困、子育て世

帯の就労など幅広く対応していく条例になると思い

ますが、実際予定どおり進んでいるのでしょうか。

現在赤平市のホームページを見ますと、素案に対す

るパブリックコメントの募集まで来ております。社

会福祉課子ども未来では、問題なく進んでいるとい

うふうに聞きましたが、人事異動で主幹職が異動と

なり、現在子ども未来・医療給付係は人員が足りて

いない状況で実際は大変な業務に追われているので

はないかと私は思います。子育て支援条例の策定に

ついて、本当に影響が出ていないのか、進捗状況を

お聞きしたい。 

 また、認定こども園についても協議をしていくと

６月議会でこれも同僚議員の質問に答弁がありまし

たが、関係各課での協議は実際行われたのか、行っ

たのであればどのような内容で行われたのか、あわ

せてお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 初めに、子育て支

援条例についてお答えいたします。 

 条例に基づき設置されている赤平市子ども・子育

て会議の中にことし２月、福祉団体や教育団体の代

表者、保護者団体代表者、商工団体及び労働団体の

代表者のほか、公募委員から成る子育て支援条例策

定専門部会を設け、以降５月、７月、８月と協議を

重ねてまいりました。今回赤平市子育て支援条例案

がまとまりましたことから、市役所ほか市内４カ所

の公共施設及び市ホームページにて公表し、10月３

日まで市民の方などから意見を募集するパブリック

コメントを実施しているところであります。制定ま

での今後の予定でございますが、パブリックコメン

トの結果を踏まえ、10月中に子育て支援条例策定専

門部会を開催して最終案を策定し、可能であれば12

月開催の市議会定例会で条例案を提案させていただ

き、審議をいただいた後、平成30年４月１日からの

施行を目指していきたいと考えております。 

 次に、認定こども園についてお答えいたします。

前回の市議会定例会で関係各課で検討していきたい

と答弁したことを踏まえまして、８月に副市長が進

行役となり、社会福祉課、学校教育課など合計６課

の担当者が出席して認定こども園に関する協議を行

いました。協議の内容でありますが、初めての検討

会ということから、保育所及び幼稚園の現状を担当

者から報告した後、開設のための問題点を発表し合

いました。その中では、仮に新規に建設するとした

場合のスケジュール、財源、場所、統合小学校など

他の公共施設との関係性などが話し合われたほか、

認定こども園開設までの間の保育所と幼稚園の運営

についても協議を行いました。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 子育て支援条例は、

おくれていないということは確認がとれました。認

定こども園についての協議は、やっと８月に開かれ

たということでしたけれども、この中で進めるに当
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たって児童福祉施設整備計画、これも必要だと思い

ます。今年度策定と３月議会で答弁いただいており

ますが、これも一緒に行われておりますね。確認し

ます。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 児童福祉施設整備

計画については、現在策定ができていない状況であ

りますが、今年度中の策定を目指して今後も努力し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 できていないので

すね、やっぱり。これから努力すると言っています

けれども、認定こども園のほうも進んでいるといっ

た状況では私はないと思います。子育て支援条例の

素案は私も読みましたが、パブコメもあるので、逐

条的な指摘とはしませんが、１点だけ、第８条、市

の役割です。第２項、市は家庭、地域住民等、学校

等及び事業者がそれぞれの責務を果たすことができ

るよう必要な支援を行うとともに、相互の連携及び

協議が図られるよう総合的な調整を行うものとする

とあります。学校等に含まれる保育所が責務を果た

せるようにするとは、まさにこの児童福祉施設整備

計画あるいは認定こども園、こういったところを進

めていかないと、ただ条例をつくっただけになって

しまうのではないかと思います。これについてもや

はり計画がなかなか進まないことは、子ども未来の

人員等も影響しているのではないかと私は思いま

す。７月３日の行政常任委員会でも複数の議員から

この子ども未来・医療給付係のことについては同様

の指摘がありました。市長部局にも話は行っている

と思いますので、改めてしっかりと人員配置をした

上で無理のない計画を進めていただきたいと強く要

望したいと思います。 

 次の質問に移ります。大綱４、学校図書室及び図

書館について、①、司書の配置についてお伺いしま

す。昨年の文科省の調査では、学校図書館に司書が

配置された割合は全国平均で公立小学校59.3％、中

学校が57.3％、北海道は小学校が14.2％、中学校14.9

％という結果でした。教育環境の格差と呼ぶべき低

水準であると先月新聞記事などでも酷評をされてい

ます。先月、市内小学校に地域参観で私が行った際、

休み時間の図書室では授業を終えたばかりの先生が

入ってきて子供たちの対応をしておりました。いつ

もこうしているのですかとお伺いすると、できるだ

けやっていますという答えが返ってきました。私は、

次の授業の準備もある中で、先生たちの負担は大変

大きいものがあるなと感じました。最近、教員の労

働環境について、長時間労働や負担増など教員不足

に対しても国もやっと重い腰を上げようとはしてお

りますが、解消にはまだまだ道のりが長いと思いま

す。そこで、学校図書の司書の配置についてです。

これには、国も配置の推進支援をしている状況です

が、まだ配置されておりません。現在司書の配置に

ついて、どのような認識であり、今後どのようにし

ていくのかお伺いをします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 司書の配置について

お答えいたします。 

 学校図書館法の一部を改正する法律が平成27年４

月１日に施行されました。この法律改正は、学校教

育における言語活動や探求的な活動、読書活動等の

充実のための学校図書館の重要性が一層高まってい

ることに鑑み、学校図書館の運営の改善、向上を図

り、児童または生徒及び教員による学校図書館の利

活用の一層の促進に資するため、学校司書を置くよ

う努めるものとするものであり、法の趣旨につきま

しては理解するところであります。しかしながら、

本市には12学級以上の学校に配置義務がある司書教

諭の配置もなく、現時点では学校司書の役割、職務

及び資質、能力の明確化について苦慮しており、未

配置の状況にあります。今後におきましては、近隣

自治体において有資格の臨時職員１名を採用し、小

中学校を巡回しているという例がありますことか

ら、これを参考にし、両中学校の統合後に人材確保

及び教職員の負担軽減を含め検討したいと考えてお

りますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 
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〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 私は、統合中学校

統合後ではなく、統合時期がいいタイミングだと思

っております。いずれにしましても、学校司書の役

割というのは全国的に見ても配置、未配置では違っ

てくるのは学習意欲、学力向上、こういったところ

にもあらわれてきていると思います。そして、教職

員の負担軽減は言うまでもなく明らかです。ぜひ統

合中学校配置時に配置して、小学校を巡回する方向

でいいと思います。人材確保、配置のほうを検討し

ていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。②、今後の図書館の方針に

ついてお伺いします。市立図書館は、1979年に建設

され、建築後37年がたっています。公共施設等総合

管理計画において、新耐震基準に適合しておらず、

老朽化が進行し、また文化会館除却後に新消防庁舎

が建設され、周辺地域の学校も全てなくなるため、

子供たちが利用しやすく、市民の利便性についても

考慮し、文京保育所跡に移転するとなっております。

しかし、認定こども園は小学校統合後、そして小学

校統合は平成34年４月１日を目指すとなっているこ

とから、安全確保の観点、また子供たちの学力向上、

社会教育の観点などからも後回しになり過ぎている

のではないかと思います。このままの計画で進める

考えなのか、現在の担当課の見解をお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 今後の図書館の方

針についてお答えさせていただきます。 

 図書館につきましては、議員が言われるとおり公

共施設等総合管理計画においては認定こども園整備

後に文京保育所跡に移転する計画となっておりま

す。図書館移転の最大の目的につきましては、施設

の老朽化のみならず、子供たちが利用しやすい場所

ということを考えておりまして、現状の図書館の周

辺地域には児童生徒数の減少による学校統合によっ

て中学校も存在しなくなるため、学校帰りや授業で

も大いに活用できるよう学校が存在する周辺地域内

への移転を目指したいと思っております。また、学

校図書室、図書館が近い地域にあることによって赤

平の公共で管理する図書の全てが集約化されること

になります。ただし、市全体における施設整備に当

たっての優先順位といたしましては、既に中学校統

合については決定しておりますが、現在小学校統合

及び認定こども園の協議が行われておりまして、こ

の整備時期、方向性等が確定した後に小中学校周辺

敷地に図書館を建設することが可能か不可能か、ま

た公共施設等総合管理計画で示す文京保育所跡が適

するのかを検討してまいりますので、ご理解いただ

きますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 時期については、

計画上は変更は考えていないと。ただ、優先順位は

小学校、こども園、その後ということでした。私も

優先順位は間違っていないと思います。しかし、老

朽化や現在の立地を考えたときに、もう少しスピー

ド感を持って進めたいという思いもあります。ぜひ

学校の近くで文京保育所跡だけでなく、今おっしゃ

られましたけれども、幅広い選択肢を持って検討を

していただきたいと思います。これについては、11

月に市立図書館について視察に行く予定もあります

ので、改めて次の機会に質問をしたいと思います。 

 次の質問に移ります。大綱の５、地域医療・介護

について、①、国民健康保険の都道府県化について

お伺いします。平成30年から都道府県化に向けて試

算が出されました。新年度迫ってくる中で、赤平市

の保険税がどのような見込みなのか。最新の試算で

は、新聞等でまだ報道されておりませんけれども、

前回の試算のほうでは上がるという見込みが出され

ておりました。激変緩和措置なども言われておりま

すが、激変緩和があってもこれは上がり続けること

には変わりはなく、加入者の心配は絶えないといっ

た状況だと思います。低所得者の加入者が大部分を

占めている構造上、これ以上負担増は生活を成り立

たせなくなることも考えられ、私は低所得者対策は

必須であると考えます。低所得者対策について、ど

のような考えを持っているのかお伺いします。 
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〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 国民健康保険の都

道府県化につきましてお答えを申し上げます。 

 来年度からの国保の都道府県化を控えまして、保

険料等につきましては現在３回目の仮算定が行われ

たところでございますが、第２回仮算定時におきま

して当市は平成27年時との比較におきまして被保険

者１人当たり換算で31.7％、金額にいたしまして２

万5,000円の増加と算定されまして、激変緩和措置の

対象となりまして５％、約4,000円の増加と見込まれ

たところでございます。今回、第３回目の仮算定に

おきましては国の財政支援の詳細が示されたことな

ど、前回算定時より精緻化が進んだことなどにより

まして、平成28年度となった比較対象年度より減少

する見通しが示されました。いずれにいたしまして

も、今後北海道において国民健康保険関連条例の制

定や国保事業費納付金及び標準保険料率が算定され

まして市町村に示されることとなりますが、市町村

においては標準保険料率等を参考に所得や世帯状況

など、それぞれの状況に応じた保険料率を定めるこ

ととされておりますことから、これまで同様低所得

者層に配慮をいたしまして、運営協議会等でご協議

いただきまして税率を決定してまいりたいというふ

うに考えているところでございます。よろしくご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 前回上がるとされ

た算定が３回目の仮算定では下がるということにな

ったという答弁だと思います。 

 具体的な理由をもう少し詳しくお伺いをしたいの

と、あわせて赤平市の保険税は低所得者層で切り取

ると道内でも低いほうで、高所得者層といってもあ

くまで加入者の中の上ですけれども、そこで切り取

ると高いほうになっているのです。この図式は、私

は間違っていないとは思うのですけれども、今の言

った高所得者といってもそれほど高所得ではないの

で、そういったところについても今後は検討してい

かないといけないと考えますが、その辺はいかがで

しょうか。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） ご質問の第３回の

仮算定における変更点でございますけれども、主な

ものといたしまして納付金算定の出発点となります

北海道全体での保険給付費等の見直し、その財源と

なる国庫支出金等についても国が示しました平成30

年度の見込み額に変更を行っております。また、当

市において影響が大きいものといたしましては、平

成28年度と平成29年度の前期高齢者交付金等の精算

を繰り延べし、平成32年度以降５年程度をかけて行

うこととなっておりまして、当市では前期高齢被保

険者数が多いため、例年交付金等の返還対象となっ

ており、これらの変更によって前回算定時の増加か

ら一転して減少となったと考えますが、あくまでも

平成30年度に限ったものと認識してございます。 

 所得階層の違いによります国民健康保険税の負担

感の違いについてでございますが、お見込みのとお

り現在の税率におきましては低所得者層では全道35

市の中でほぼ一番低い税負担となっておりますの

で、その分一定程度の所得を持つ被保険者に負担し

ていただいているのが現状となってございます。平

成27年度より軽減世帯に対する国の財政支援が拡充

されまして、現在の低所得者対策に反映されており

ますけれども、今後市単独では難しいかもしれませ

んが、国の財政支援の拡充等を求めながら被保険者

への税負担の軽減策等について検討しなければなら

ない、このように考えてございます。よろしくご理

解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 大きくは前期高齢

者交付金の部分なのかなというふうに今思いました

けれども、これがまた２年分ですから、２年後入っ

てくると、また状況も変わってくるというふうに思

います。本算定もまだ出ていませんので、予断をも

って言えない状況ではありますが、最終的には全道

で一律の保険税、保険料率を目指していることは変

わっていないので、そこがやっぱり一番不安な部分
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なのです。ですので、28年度から繰越金の半分が基

金に積み立てということもありましたけれども、単

年度収支も気になってくるので、そういった基金の

使い方も含めて対策のほうをしっかり協議していっ

ていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。②、市立病院について、ア、

地域包括ケア病床についてお伺いをします。委員会

で来年度から地域包括ケア病床を始めることを検討

していると聞きました。近隣他市でも既に取り組ん

でいるこの地域包括ケア病床ですが、国の地域医療

構想から北海道、また中空知と医療構想がつくられ

ていく中で、赤平市でもあかびら市立病院新改革プ

ランがつくられ、その中で取り組んでいくものだと

思います。しかし、近隣市において公立病院が同じ

ような機能を同じように取り組んでいくという現状

は、果たして本当に地域医療の連携としてあるべき

姿なのでしょうか。地域包括ケア病床の目的と市民

に対する医療サービス、また病院にとっての経営へ

の影響などについてお伺いをします。加えて、近隣

との機能分担など協議があるのかもあわせてお伺い

します。 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） 地域包

括ケア病床についてお答えをいたします。 

 市立病院では、北海道策定の地域医療構想を踏ま

えまして、本年３月、あかびら市立病院新改革プラ

ンを策定をしたところでございます。ご承知のとお

り、地域医療構想では当圏域において2025年、いわ

ゆる団塊の世代が全て75歳以上となることを踏ま

え、急性期や慢性期病床が過剰供給となり、回復期

病床について不足となる推計が示されております。

こうした中、当院の新改革プランでは回復期医療病

床の不足解消に向けて病床機能の一部転換を検討し

ていくことを示してきたところでございますが、こ

れら解消に向けた取り組みは中空知圏域地域医療構

想調整会議で議論を重ねた上での各医療機関それぞ

れの判断による取り組みとなっているところでござ

います。しかしながら、それぞれの病院が独自性を

確立し、機能分担し、連携し合う理想像がある一方

で不足病床数が二百数十ベッドであるとの推計を見

たときに、回復期病床をそれぞれ増床したとしまし

ても現段階では十分な体制を整えるにはほど遠い状

況であると考えております。 

 一方、市民サービスについてでありますけれども、

地域包括ケア病床とは急性期医療を経過した患者さ

んや在宅において療養を行っている方の受け入れ並

びに在宅復帰支援等を行う機能を有し、できる限り

住みなれた地域で安心して生活を継続できるための

医療を提供するためのものでありまして、当院にと

りまして急性期、慢性期病床に加え、62時間の算定

を可能とする幅広い患者層を受け入れることが可能

となり、これまで以上に退院後の生活を見据えた治

療を行えるものと考えております。また、現在の一

般病床において比較的長期にわたる入院患者さんを

治療することが可能となる一方で対象となる患者さ

んの診療報酬の改善も見込まれることから、経営的

にも有利な影響を見込むことのできるものとなって

おります。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 医療圏内で回復病

床をそれぞれ増床してもまだまだ足りない状況なの

で、大丈夫だという内容だったと思うのです。ケア

病床が設置されて、これまで以上の治療ができて経

営的にもよくなるということでありますから、ぜひ

しっかり取り組んでいただきたいと。ただ、やっぱ

り中空知地域全体で人口減少が今進んでいる中、中

核病院と同じ条件で推移をしていくとはちょっと思

えないわけです。いずれ来るそういった圏内での病

床削減ということも起きてくると思いますので、さ

らに医療圏内での機能分担、先ほど独自性を持って

いくという理想もあるということですので、しっか

り機能分担なども協議をして連携して行っていただ

きたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。イのリハビリ外来について

お伺いします。地域包括ケア病床を進めるに当たっ
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て、リハビリ外来が縮小すると聞きました。市民の

中にそれに対して不安の声があるということを先日

委員会でもお聞きしましたが、実際は入院リハビリ

や労働時間などの問題もあってのことだという説明

を受けました。しかし、市民の不安の声があること

は事実であり、その不安が解消されるものではなか

ったと思います。私は、市民が受けられる医療サー

ビスをできるだけ減らさないようにしていくことが

望ましいと考えますが、外来患者数の減少、空知管

内はどこも同じような状況で人口減少から起こって

おり、決して赤平だけのことではないということで

すが、今回リハビリ外来を縮小すると患者離れにつ

ながるおそれもあり、さらに外来患者数の減少に拍

車がかかるのではないかと思います。リハビリ外来

患者の不安に対してどのように対応をしていくの

か、また段階的な縮小や、あるいは人員確保による

縮小の回避などは経営にどのくらい影響するのかお

伺いします。 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） リハビ

リ外来についてお答えをいたします。 

 リハビリ外来についてでありますけれども、外来

で行う疾患別リハビリテーションには脳血管リハビ

リ180日、運動器リハビリ150日、廃用症候群リハビ

リ120日、呼吸器リハビリ90日以内が所定点数を算定

することができるいわゆる標準算定日数が定められ

ております。今後当院においては、地域包括ケア病

床に限らず、入院患者の方に必ずしも十分なリハビ

リの提供ができていなかったこともあり、入院患者

さんへのリハビリ提供体制の充実を図り、かつ地域

包括ケア病床には専従のリハビリスタッフも必要と

なることから、来年度の新規採用を検討していると

ころでございます。外来に関しましては、近隣病院

の状況もそうでありますが、あくまで標準算定日数

という基本的なルールに立ち返ることでありまし

て、当然のことながらリハビリの必要な患者さんあ

るいはリハビリが有効と判断される患者さんにつき

ましては医師の診断のもと、引き続きリハビリテー

ションを受けていただくことができるよう体制を維

持してまいりますので、ご理解賜りますようお願い

いたします。 

 なお、経営に関してでありますが、職員採用をす

ることで当然人件費相当分の費用が増加するわけで

ありますけれども、診療報酬上、現制度の中では収

益的に有利な状況を見込むこともできる状況にはあ

ります。しかしながら、この件に関しましてはこの

たびの標準算定日数に係るものではなく、採用に関

しましては将来の医療需要や市全体のニーズにも目

を向けながら、将来的な経営や財政への影響など慎

重に検討を進めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 来年度の新規採用

を検討しているということでした。いろいろ日数を

言われましたが、標準算定日数に戻すというのが基

本だということでした。リハビリが有効と判断され

れば引き続き受けられるということも確認とれまし

たけれども、確かに適正医療とか入院患者さんのリ

ハビリが十分にできないということは改善していか

なければならないことだと私も思います。しかし、

今まで普通に受けられていたリハビリが受けられな

くなる患者さんというのが、それは患者さんの問題

ではなく、今まで当たり前のように受けられたのに

受けられなくなるわけですから、市立病院側の問題

だと思うのです。そこをケア病床で１人減になるか

ら、人員をしっかり確保して、その上で外来リハビ

リに来られる患者さんに丁寧な説明をして納得をし

ていってもらえるような、そういった取り組みをし

て、大きな変更をするようなことはぜひ避けていた

だきたいというふうにお願いしたいと思います。患

者さん離れや外来患者数の減少に拍車をかけるよう

なことにはならないように、十分に検討をいただき

たいというふうに申し上げたいと思います。 

 次の質問に移ります。③、介護予防・日常生活支

援総合事業についてお伺いをします。ことしエリア

サポーターが36名生まれ、昨年と合わせて113名とな



 －54－ 

りました。生活支援サービスの対象は要支援１、２

の方で、５月現在では189名対象の方がいるというこ

とですが、サポーター１人に対して1.67人となり、

昨年の2.68人から手厚くなったということになると

思います。市民の方々の安心も広がっていくのでは

ないかと思います。もちろん全てのサポーターの方

がいつでも活動できるというわけではないと思いま

す。しかし、大変よい取り組みであり、地域包括支

援センター、また社会福祉協議会の先駆的な取り組

みであると評価がされると思います。しかし、初め

て取り組んでいることから、活動の中で支援希望者

とサポーターあるいはサポーター内においてトラブ

ルや課題などが出ているのではないかと心配がされ

ます。そういったトラブル、課題などはどのように

把握されているのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 平成28年度よりエリアサポーター養成講座を開催

し、28年度では77名のエリアサポーターが就任し、

本年度も養成講座を受講した36名が新たに誕生して

おります。エリアサポーターの方々は、平岸地区、

茂尻・百戸地区、住友・市街地区、文京地区、昭和

地区、若木・幌岡地区の６地区に分かれ、各地域に

おいて本年４月よりボランティアとして高齢者の見

守りや介護予防運動教室の開催などの活動をしてい

ただき、その中で気づいた事項を社会福祉協議会や

地域包括支援センターに連絡をしていただくなどの

支援活動をしていただいております。 

 有償による日常生活支援サービスの実施に当たり

ましては、地域包括支援センターで申し込みを受け、

サポーターが実施可能と思われる支援を社会福祉協

議会の生活支援コーディネーターにつなぎ、支援希

望者と面談等を行って依頼内容を確認し、支援が可

能と判断した場合はサポーターと相談と調整をし、

可能な場合は支援の実施となりますが、サポーター

が決して無理とはならない範囲の中での支援とし、

利用者とのトラブルにならないよう注意を払ってい

るところでもあり、コーディネーターに聞き取りを

した中では今のところトラブルになった事例は発生

していないということでございます。 

 また、コーディネーターとは定期的に介護保険係

と地域包括支援センターの職員との打ち合わせの場

を設けており、事業を進める上で課題等の協議を行

っております。この支援制度の実施に当たりまして

は、地域包括支援センター運営協議会の中に兼ねて

協議体を設け、支援に関する検討をしていますが、

より細部にわたって検討を要する事項に対応するた

めに小委員会的なものを発足させることも今後検討

していきたいと思っております。この支援制度は、

まだ開始して間もない制度でもありますことから、

今後支援対象者や項目の拡大など検討すべき課題が

ありますが、あくまでもサポーターの過度な負担に

ならない範囲の内容とするため、サポーターを含め

た関係者と協議をした中で進めていきたいと考えて

いますし、サポーターの人数をふやす取り組みとし

まして来年度以降の養成講座の開催と支援制度の周

知について社会福祉協議会とさらに検討を進めてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 民間の生活支援サ

ービスで、例えば余裕があれば支援希望の方のため

に行った行為がこの人はやってくれたけれども、あ

の人はやってくれないといったようなトラブルもよ

く聞くのです。そういったところも心配をしており

ましたけれども、今のお話ですと包括支援センター

あるいは社協の生活支援コーディネーター、そして

サポーターの方で支援希望者の方がしっかり確認を

し合ってからサービスにつなげているということだ

と思います。そういった心配をされるトラブルがな

かったということは確認ができました。 

 また、各地区の活動についても昭和地区の活動を

先日私お伺いしましたが、会議を行って反省点を改

善したりしながら、サポーター各自が無理せず、フ

ォローし合いながら地道に広がっていく活動なのだ
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ということを基本に、ゆる元体操やふまねっと、地

域サロンなどを行っていると、ことしもやっていく

ということをお伺いしました。そういった地区ごと

の動きもすごく活発になってきていると思い、安心

しております。ただ、ことしのエリアサポーターの

平均年齢が70.6歳ということを聞きまして、まだま

だ若い人に浸透していないという現状も１つ課題な

のかなというふうにも考えております。例えばサポ

ーター養成講座の開催時期を考えるだとか、そうい

った検討をしていくという考えは今後あるでしょう

か、再質問をしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 確かにご指摘

のとおり、議員さんみずからもサポーターにご就任

いただいて活動をしていただくということで大変あ

りがたく思っております。ご指摘のとおりに若い方

が少ないという現実問題としてございますので、や

はり来年度以降の養成講座の開催の中で若い方に出

席をいただくような形、どういうような方法がいい

のかということも含めて社会福祉協議会と今後検討

してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 この70.6歳という

のは、全国の男性の健康年齢が70.4なので、それよ

りも上なのです。ということですので、赤平市はそ

れだけ元気な高齢者の方がたくさんいるということ

ですから、高齢者の方々の生きがいや健康年齢を延

ばす役割としてもこれはいい取り組みだと思います

ので、そこもあわせて若い方にも普及していくよう

にしっかりと取り組んでいっていただきたいという

ふうに思います。 

 以上で私の質問を全て終わります。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時１１分 休 憩） 

                       

（午前１１時２５分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序２、１、遊休公共施設について、２、地

方創生総合戦略について、３、防災対策について、

議席番号７番、伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 通告に基づき質

問いたしますので、答弁のほどよろしくお願いいた

します。 

 大綱１、遊休公共施設について、①、旧住友赤平

小学校に係る借地料についてであります。本来であ

れば、決算委員会での質問になろうかと思いますが、

この後の私の質問にかかわると思いますので、質問

をさせていただきます。赤平市にある借地料を支払

っている遊休公共施設の中で、旧住友赤平小学校の

借地料に関しては赤平市と住石マテリアルズ株式会

社との契約で評価額によって決められていると思い

ますが、評価額の見直し、更新時期についてはどの

ようになっているのでしょうか。 

 また、菊島市長は借地料を年間700万円支払ってい

ると住民説明会において再三説明しておられました

けれども、平成29年度の土地借り上げ明細表には600

万円弱の586万6,527円となっておりました。この約

100万円の違いについてはどのようになっているの

か、あわせてお伺いをいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 旧住友赤平小学校に係る

借地料についてお答えいたします。 

 旧住友赤平小学校につきましては、平岸、茂尻、

住友赤平の３小学校統合によりまして平成26年３月

に閉校したところでございますけれども、隣接の炭

鉱資料館及び学校内にも炭鉱関係資料が保管されて

おりますことから、現在においても住石マテリアル

ズ株式会社との間で年額586万6,527円で土地の賃貸

借契約を締結してございます。土地の賃貸借契約は、

本市が借りる場合には課税評価額を参考といたしま

して、あくまで双方が協議して契約を締結する民法

上の契約となりまして、双方疑義がない場合は１年

ごとの自動更新になります。したがいまして、その

価格につきましては炭鉱資料館等の移設が完了して
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いない現時点におきましては本年度当初契約時と条

件の変更がなく、今後移転が完了するなど諸条件が

変更する時点において協議してまいりたいと考えて

ございます。 

 なお、100万円分の違いについてでございますけれ

ども、旧住友赤平小学校の分といたしましては議員

ご指摘のとおり586万6,527円でございまして、市民

の皆様には市として誤った数字を説明したことに対

しましては率直におわび申し上げる次第でございま

す。本来でありましたら、旧住友赤平小学校分の年

額586万6,527円で説明すべきところでございます

が、私ども事務方から市長への説明の中で旧住友赤

平小学校の教員住宅分、これが年額106万2,586円、

これを含めて約700万円という説明をいたしました

ことから、結果市長には市民説明会の中で市民に対

しまして誤った説明をさせてしまったものでござい

ます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 今の答弁で、本

市が借りる場合には課税評価額を参考として、１年

ごとの自動更新になるということを確認しました。

住石マテリアルズ株式会社との借地に関しては、700

万円ではなく600万円弱ということで、面積などから

見ても旧住友赤平小学校の借地料だけがほかの借地

料と比較しても特別高額な金額ではないのかなと思

われますが、住民説明会において100万円の違いにつ

いて、市長の認識不足ではないのでしょうかと、そ

ういうことをちょっと言っておきたいと思います。

それで、市民説明会などにおいて数字などを説明す

る際には正確に伝えていただかなければ、そのこと

により行政施策が左右されることも考えられるた

め、もっと慎重に説明をしていただきたいと思いま

す。 

 続きまして、②、旧住友赤平小学校の除却時期に

ついてであります。菊島市長は、各団体の新年会及

び３月９日の茂尻東公民館、４月11日の文京生活館

の炭鉱遺産公園の住民説明会において、旧住友赤平

小学校の借地料に700万円支払っている、今600万と

訂正されましたけれども、説明会では700万円支払っ

ていると。旧住友赤平小学校に展示している炭鉱資

料を新しく建設するガイダンス施設に移すことによ

り、使用しなくなった旧住友赤平小学校を除却し、

その借地料の700万円をガイダンス施設の運営費に

持っていけば持ち出しが少なくなると、そういうよ

うな説明をされておりました。そして、市民の皆様

の負担にならないように処理をしていきたいとガイ

ダンス施設建設に対しての理解を求めています。来

年には、ガイダンス施設は完成することになってお

ります。赤平市民に再三説明している旧住友赤平小

学校を除却して、その借地料を活用するとのことで

あれば、当然のことながら除却時期について赤平市

でも検討していることと思われますが、どのように

なっているのでしょうか。また、１年ごとの自動更

新ということであれば、住石マテリアルズ株式会社

と除却の件については協議していると思いますが、

その点についてお伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 旧住友赤平小学校の除却

時期についてお答えいたします。 

 先ほどの旧住友赤平小学校の借地料についての答

弁の中でも触れさせていただきましたが、旧住友赤

平小学校の除却につきましては旧住友赤平小学校に

保管している炭鉱資料等の移設が完了し、賃貸借契

約の必要性がなくなり、かつ契約相手方との契約終

了についての協議が調った段階で解体、除却の実施

設計及び工事を行うことと考えております。したが

いまして、旧住友赤平小学校の除却時期につきまし

ては大型建設事業や市全体の遊休施設における解

体、除却とあわせまして検討し、計画的に進めてま

いりたいと考えております。旧住友赤平小学校につ

きましては、可能な限り早急に検討してまいりたい

と考えてございます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ちょっとただい

ま答弁いただきましたけれども、今の説明では除却

についてはまだ検討していないとのことだと思いま
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す。検討もしていないことを住民説明会において市

民にちょっと説明したのでしょうか。 

 また、本来は特定財源でないのに旧住友赤平小学

校の除却による借地料の700万円をガイダンス施設

の運営費に活用するとの菊島市長の発言は不適切で

あったと思いますが、どのような意図で市民に説明

したのかを市長にお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 旧住友赤平小学校につきま

しては、学校としては使用していないことから、敷

地につきましては借地としての必要性が失われてい

るというふうに認識しております。このようなこと

から、解体、除却を早急に進めていかなければなら

ないという、そういう強い思いから、時期について

は触れておりませんでしたけれども、市民説明会に

おいて除却について説明したものでございます。 

 また、現在借りております旧住友赤平小学校の借

地料をガイダンス施設の運営費に活用するという発

言でございますが、借地料の負担であり、特定財源

ではございませんので、市民の皆様に誤解を招いた

ということであれば率直におわびを申し上げたいと

いうふうに思います。しかし、敷地については賃貸

借契約の終了の協議が調いまして、早急な解体、除

却を実施し、契約終了となれば市全体の予算から見

ると負担が軽減することから、ガイダンス施設の運

営費の活用にもつながると、そういう意味からの発

言でありますので、この点ご理解をいただければと

いうふうに存じます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 今市長から答弁

いただきましたけれども、市長の思いはわかるので

すけれども、やっぱり一般市民の説明会においてあ

あいう説明をされると、ちょっとやはり行政のこと

をよく知らない人は勘違いするのではないかと思い

ます。借地料を支払っている遊休公共施設は、でき

るだけ早く除却ができれば私もよいと思っていま

す。そのことによって、少しでも市の財源がふえる

と言ったらおかしいですけれども、市の財源が確保

されるのであれば、それは好ましいことだとは思い

ます。ただ、先ほども言いましたが、市民に誤解を

招くような説明はやはりいかがなものかと思いま

す。今後もさまざまな施策を行う上で、市民合意が

得られなくなることにもつながると思いますので、

行政のトップとしてもっと慎重な発言を心がけてい

ただきたいと思います。以上でこの質問を終わらせ

ていただきます。 

 続きまして、大綱２、地方創生総合戦略について、

①、移住者・転出者への対応と検証についてであり

ます。地方創生総合戦略において、人口減少対策と

して赤平市においてもさまざまな施策を検討して行

っています。ほかの自治体にもまさるとも劣らない

と思っています。しかしながら、財力的に体力のあ

る自治体がさまざまな施策により勝ち残ると、これ

は新聞でも報道されておりました。私も同じ施策を

やっていく上では、やっぱり財力的に体力のあると

ころが勝ち残るのではないかなというふうに思って

おります。各自治体、どこも同じような施策で苦慮

していることと思いますが、移住、定住政策の検証

については赤平市でも行っていると思います。転出

者の検証については行っているのでしょうか。私が

耳にするのが保育所に希望どおりに入所できない、

教育環境に不安を感じているという子育て世代の

話、また高齢化により交通手段に不便を感じる、冬

の除雪作業ができなくなってきたなど、そのことに

より便利な都会や身内のいるところに転居するなど

の話が聞こえてきます。せっかく住宅費、家賃費な

どの助成、医療費の高校生までの無料化、保育園の

第２子の無料化、大学生の学習支援ボランティア活

動、高齢者の除雪費助成などを行っているにもかか

わらず、このような理由などから赤平を離れていっ

た方や離れることを考えている方がおられるという

話を聞きます。人口減少対策としてさまざまな施策

を行っているのに、移住政策だけに目を向けるので

はなく、転出者に対しても目を向け、転出者が減る

ようにしなければならないと思います。ほかの自治

体では、転出者に対しアンケート調査をしていると
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ころもあります。本当に市民が望んでいる政策がで

きているのか、政策や支援など市民に周知され、機

能しているかなどを調査し、そのような理由での転

出者が減少するように検証していくべきではないか

と思いますが、いかがなものでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 移住者、転出者への対応

と検証についてお答えいたします。 

 人口減少対策として、赤平市しごと・ひと・まち

創生総合戦略を作成いたしまして各種施策を実施し

ているところでございます。また、他の自治体でも

同様に総合戦略によりまして各種施策を実施してい

るところでございますが、赤平市を含め転入より転

出が多い転出超過となっている市町村がほとんどで

あると考えております。このようなことから、転出

者に対しまして転出理由等についての調査を来庁さ

れた際にアンケート形式にて実施している市町村が

あると認識しております。当市におきましても転出

理由等を把握することは、今後の人口減少対策を展

開する上で有効な資料となることから、調査内容に

ついて関係する所管課と協議、検討してまいりたい

と思います。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 転出者に対する

調査を実施し、検証している自治体も多くあるもの

と思われます。ただいまの答弁で、担当所管と協議、

検討してまいりたいとのことでしたが、転出者の取

り扱い所管は市民生活課だと思います。 

 それでは、ちょっと市民生活課にお聞きしますが、

転出者に対してアンケート調査をしている自治体が

多くあるようですが、赤平市でもチェック方式の簡

単なアンケート用紙を作成して転出届等の手続をし

ている待ち時間の間に協力していただくことも一つ

の方法だと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 転出者等のアンケ

ートとのことでございますが、３、４月ごろの異動

時期につきましては窓口も混雑いたしまして、その

場で説明、記載し、回答いただくことは難しいと思

いますので、担当課のほうで先にアンケート用紙を

作成いただきまして、住民異動届の提出時にお渡し

して後日ご回答していただくなど工夫が必要ではな

いかなというふうに感じています。また、このほか

住民異動の状況につきましては、住民基本台帳シス

テムを活用いたしまして異動された方の年齢別の状

況などを統計化いたしまして把握することができま

すので、このような資料を活用いたしまして関係団

体に状況を伺うなど、担当課における事業の検証に

役立たせることができるのではないかというふうに

思いますので、さきにお話のありましたアンケート

用紙の配付を含めまして協議を進めてまいりたい

と、このように考えてございます。よろしくご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 赤平市も転出超

過になっていると思います。移住者の検証について

も大事なことですけれども、やはり転出者の検証も

行い、各担当課で、担当所管で連携して人口減少対

策に取り組んでいただきたいと思いますので、前向

きな検討をお願いしたいと思います。以上でこの質

問を終わらせていただきます。 

 続きまして、大綱３、防災対策について、①、災

害時の住民周知のあり方についてであります。８月

に防災訓練が実施されました。地域住民参加により

今後も訓練をすることにより、さまざまな問題点を

検討して、より安全にスムーズな避難ができるもの

と思っております。その中で気になったことが緊急

災害時の住民周知のあり方についてです。当市では、

消防サイレンの周知のみだと聞いておりますが、サ

イレンの音だけではどのような災害で、どのような

対応をしたらよいのかわかりづらいことや住んでい

る地域によってはサイレンの音が聞こえづらいこと

などがあると思います。また、８月29日は長距離弾

道ミサイル発射によるＪアラート、緊急情報伝達が

ありました。本日の新聞報道にもあったとおり、携

帯電話を持っていない方や理解されていない方もお
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られ、また各自治体でもＪアラートの問題点などが

多く報道されております。全国的に高齢化率が高く

なっており、高齢者が多くなっている当市において

ももっとシンプルでわかりやすい周知方法を検討し

ていかなければならないと思います。異常気象によ

る災害なども多くなってきている中で、小さな子供

から高齢者まで誰もがわかりやすい音声による住民

周知を行うべきだと思いますが、今後の考えについ

てお伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 災害時の住民周知のあり

方についてお答えをさせていただきます。 

 地域住民への災害時等の周知方法につきまして

は、現在本市では消防サイレンでの周知のみで防災

無線の導入がされていない状況であり、８月29日の

長距離弾道ミサイルによるＪアラートの利用がされ

たのが記憶に新しいところであります。近年災害だ

けではなく、長距離弾道ミサイル等の発射への対応

など地域住民への伝達事項がふえる中、高齢者の多

い本市においてはサイレンだけではなく音声による

住民周知などＪアラート以外の伝達手段についても

検討してきたところでありますが、今後具体的実施

に向けて防災無線の設置についての情報収集を行

い、地域住民への効果的な伝達手段として導入でき

るよう進めてまいりたいと考えておりますので、ご

理解いただきますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 近年、やっぱり

異常気象による自然災害が多発しております。また、

今答弁いただいたように自然災害だけでなく、長距

離弾道ミサイル等の発射の対応なども考えられるた

め、費用がかかる部分もあると思いますが、住民周

知への対策については早急に行っていただきたいと

思います。 

 続きまして、②の災害時の職員の服装について質

問をいたします。８月26日の当市の防災訓練におい

て、自衛隊員、警察署員、消防署員、消防団員、市

職員による市民の避難誘導など、各関係者がそれぞ

れの立場で訓練を行っておりました。当然のことな

がら、赤平市それぞれの地域に災害が発生したとき

には各関係者も現地に行かれるものと思います。今

回市職員の服装は統一されておらず、腕章のみをつ

けて訓練に参加されておりました。市職員と識別す

るものは腕章だけであり、腕章は災害時の作業時に

は邪魔になったり、事故につながることも考えられ

ます。遠くから見て市職員であると市民が認識しや

すように、市章あるいは赤平市と文字が入っている

統一された作業着があってもよいと思います。それ

ぞれの服装で各災害地域にいても市民が市職員であ

るとすぐには認識できないと思います。緊急時に災

害時活動を円滑に行うためにも認識しやすい統一し

た服装にすることについて検討していただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 災害時の職員の服装につ

いてお答えをさせていただきます。 

 先日の総合防災訓練でも着用しておりましたが、

現在災害時において服装から市職員と識別するもの

は腕章のみとなっています。近年、北海道や他市の

状況を確認しますと腕章のほか、チョッキタイプの

ものや自治体名の入った帽子、作業着が使われてお

ります。本市においても地域住民が市職員と容易に

識別できることにより災害時活動がより円滑に行え

る効果もあると思われますので、今後どのような服

装が適当なのか資料収集等を行い、導入に向けて検

討してまいりたいと考えておりますので、ご理解い

ただきますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 最後になります

けれども、災害時に市民が市職員とすぐに認識し、

安全な行動がとれるようにぜひとも検討して導入し

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 これで私の質問を全て終了させていただきます。 

〇議長（北市勲君） 質問順序３、１、炭鉱遺跡活

用について、２、空知産炭地域総合発展基金につい
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て、３、学校教育の充実について、議席番号５番、

若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 通告に基づき一

般質問を行いますので、答弁のほどよろしくお願い

いたします。 

 大綱１、炭鉱遺産活用について、①、炭鉱遺産活

用政策の遂行について、ア、政策会議の経過につい

てであります。現在炭鉱遺産活用の政策は、ガイダ

ンスの建設が来年３月に完成予定として推移してお

りますが、まだ私なりに合点のいかないところがあ

りますので、再度質問してみたいと思います。平成

28年の新年交礼会で、市長の挨拶の中に赤平炭鉱立

坑やぐら取得の話があり、そこに端を発し、現在炭

鉱遺産活用政策が遂行されておりますが、当時市長

部局と住石マテリアルズ社との間で内々で譲渡交渉

が行われ、結果解体費用は当市負担が予想される譲

渡に至ったわけでありますけれども、課長クラス全

員参加による庁議での立坑やぐらの譲渡に関する政

策会議がなかったようであり、また市議会には正式

提案として諮られず、うやむやのうちに譲渡となっ

たところであります。結果として、無償譲渡と言い

ながら解体費用推定約２億円から２億5,000万円が

当市負担と予想されるわけでありますけれども、内

々での交渉だっただけに足元を見られ、解体費用は

押しつけられたかにも思えるところでございます。

また、課長の全体会議とも言える庁議がなかったこ

とは、私が後から調べた結果わかったことではあり

ますが、なぜ一部の市長部局だけの取得作業となっ

たのか、経過について改めて伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 炭鉱遺産活用政策の遂行

について、政策会議の経過についてお答えいたしま

す。 

 赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の中で炭

鉱遺産公園整備が重点施策として位置づけられ、行

政内部の連携も重要となることから、施策ごとの主

管及び副主管担当課を決定いたしまして、関係する

全ての課長へ経過等を十分協議、確認し、総合戦略

として取り組んできたところでございます。また、

炭鉱遺産活用基本構想案の策定に当たりましては、

市民説明会のご意見等を踏まえた関係３課と理事者

によります打ち合わせも複数回にわたり適宜開催

し、基本構想が完成したところでございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの説明

の中で、施策ごとに会議は開催したということでご

ざいますけれども、肝心の全体での政策会議とはな

らなかったようでありますし、そのことから市長へ

の不信感や不協和音が私には感じ取られたところで

ございます。 

 地方自治法第96条第１項９号に、普通地方公共団

体の議会は次に掲げる事件を議決しなければならな

いとしており、その９番目に負担付きの寄附又は贈

与を受けることとあります。わかりやすく言います

と、住石マテリアルズ社に解体費用ができたので、

立坑を解体しようとした。その住石マテリアルズか

ら譲渡されたということは、その会社の解体費用を

赤平市が肩がわりしたということになるわけであり

まして、これは市民に大変な負担義務がかかるわけ

でございます。議会の承認が得られなかった場合は、

この譲渡は無効になるのかどうかということであり

ます。また、自治体が民間会社と譲渡契約を結ぶ場

合、契約締結に当たっては議会の議決が必要になる

場合がありますが、立坑譲渡の場合はこれに該当し

ないのかどうかをあわせて伺います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 住石マテリアルズと赤平

市によります立坑やぐらの譲渡契約については、無

償譲渡の契約となってございます。議会の議決が必

要となる契約や財産の取得または処分につきまして

は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例に規定されておりまして、予定価

格2,000万円以上の規定とされておりますことから

議会の議決を要しないと認識してございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁
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で、議会決議を必要とする場合は取得価格を2,000

万円以上という規定条例のみを今強調されておりま

すけれども、それは本当に木で鼻をくくったような

納得のいかない答弁であります。 

 無償譲渡のその先には、重要文化財を目指して実

現した場合は推定約10億円前後かかると。実際には

８億8,000万円がここで計画されているわけでござ

いますけれども、それ以上の出費を伴う事業が待ち

受けているということでございまして、そのことが

実現なき場合は10年、20年先の市民が推定２億円と

いう解体費用を負担することになるわけでありま

す。立坑やぐらを当市名義とすることにより、超高

齢化と人口急減が避けられない当市において管理費

用と将来の膨大な除却費用を負担しなければならな

くなることは確かであります。無償で譲り受けるか

らとして、譲渡後に発生する費用負担をあえて伏せ、

第三者機関による費用鑑定の公表もなく、市議会に

正式提案せずに取得契約を結んだということは市民

の目から見て不自然な動きに映り、いろいろな憶測、

疑惑を持たれても反論できないのではと思われま

す。 

 立坑やぐらという大型物件の無償譲渡について

は、将来的な維持管理に莫大な費用を伴うことはわ

かり切っていることでございまして、ましてや壮大

な夢を持って取りかかる構想を持っているのであれ

ば、条例を度外視しても市議会に正式提案するべき

であったのではと思われるところでございます。こ

のことは、市民を代表する市議会への信義則であり、

議会軽視ではないでしょうか。私は、この信義則を

守ってほしいということを訴えているところでござ

います。市民に最初から情報が開示されていれば、

高額な公費負担や維持費の伴う事業には当然反対さ

れていたことと思われます。このことは、市民説明

会に如実にあらわれております。行政として庁議に

諮れない何か特別な理由があったのでしょうか。譲

渡調印の前に議会で議論されると都合の悪い理由が

あったのでしょうか。また、市民に十分情報が開示

されないままに議論が進められたことについては、

議会もチェック不足、議論不足として反省しなけれ

ばならなかったことと私自身も反省しながら思って

いるところでございます。しかし、健全な市政執行

において行政と議会は１軸両輪と言いますが、法律

や議会対策を熟知しているはずの所管の課長がおり

ながら、このような経過をたどったという理由は何

だったのかお尋ねいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 赤平市しごと・ひと・ま

ち創生総合戦略でございますが、市民の政策提言や

中学生のアンケートを参考にいたしまして、有識者

を含めた市民代表者の会議で協議いたしまして炭鉱

遺産公園整備が重点施策として位置づけられ、炭鉱

遺産の世界遺産登録等の研究が中長期施策として位

置づけられました。その公園整備の中で、立坑はメ

インとなる施設でございます。総合戦略の中でも市

民の皆さんにお諮りしております概要版につきまし

ても全戸配布をいたしまして周知をさせていただい

ており、一定のご理解はいただいていると考えてい

るところでございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

は、その言い分はそのように私も受けとめておりま

すけれども、しかし非常に上手な言い回しをしてお

りますけれども、行政上の手続、手順を省略し、と

どのつまりは事案を拙速に取り組み、急ぎ過ぎたの

ではないかということではないでしょうか。私はそ

う思っております。 

 次に、市民説明会の経過を無視したような取り組

みに庁議の過程でどのような議論がなされたのか伺

います。市民説明会では、国が赤平市の政策を認め

てくれたのだから何が何でもやらせてくださいとい

う市長の説明ではありましたが、市民の強い反対に

遭い、市長は５億円を削除したわけであります。し

かし、文化財指定を目指すということから８億8,000

万円は据え置かれ、市長の事業計画は貫き通すとい

うことになったわけであります。４会場における市

長の説明内容に賛成の意見はなく、ガイダンスの建
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設さえも反対されている、なのになぜであります。

市民の声も市長答弁も会場に居合わせた全ての課長

さんたち、皆さんは聞いていたはずです。このとき

の庁議の内容は、どのような議論であったかは私も

知るよしはありませんけれども、広報あかびら５月

号に「地方創生炭鉱遺産の継承と活用」と題して市

民説明会の特集が組まれました。反対意見とともに

財政、財源を中心にほとんどが事業に対しての先行

き不安や疑問の声が多いわけであります。これは、

５月号の広報に載っているわけであります。 

 市長は、市民の声を受け入れ、今後の炭鉱遺産に

関する計画は白紙に戻し、立坑やぐらの見守り保存

に徹する決断をするのではと私は思っておりまし

た。がしかし、広報あかびらの質問において総事業

費17億円をかけてまで行う事業かと、そのような市

民の質問にというくだりの答弁でありますが、まず

はガイダンス施設の建設、その後は市民の意見をし

っかり伺いますとしております。市民の声を聞く説

明会の機会をどのような形でこれから広げていくの

でしょうか。このときは４カ所でありました。さら

にふやして、いろいろと説明していかなければなら

ないかと思っております。市民から信頼される市役

所となるためには、何事にも情報の開示と説明は欠

かせないわけでございます。ここのところは、市長

答弁をお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 炭鉱遺産の活用基本構想に

つきましては、基本方針として10年後に目指すべき

姿を具体化するため、５つの基本方針を記載してお

ります。５年間の成果と反省を検証いたしまして、

６年目以降に新たな整備方針を検討するということ

にしております。立坑とその周辺施設を含めた炭鉱

遺産につきましては、最終的には重要文化財の指定

を目指すものでございますが、この重要文化財指定

につきましては最短でも５年はかかるというふうに

されておりまして、基本方針にある５年間の成果と

反省の検証の中でも議論をさせていただき、あわせ

て住民懇談会等においても情報等について可能な限

り開示をさせていただきます。十分説明した上で市

民のご意見をしっかり伺ってまいりたいというふう

に考えてございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 今の説明でわか

りますけれども、重要文化財、これは５年ごとです

よね。５年、10年先の検証ということで必要になっ

てまいりますけれども、この結果責任は10年後、そ

れ以上のことになりますと誰が責任をとるのでしょ

うかと、このようなことであります。このたびは、

市民にとっていかに情報の開示、情報提供の大切さ

を感じさせる事象ではなかったでしょうか。大切な

市民の税金を使うことに内々での交渉事は、絶対に

あるべきことではありません。市民の声にしっかり

と耳を傾けての行政判断を要請して、この項の質問

を終わります。 

〇議長（北市勲君） 若山議員、次の質問は午後か

らにしてよろしいですか。 

〇５番（若山武信君） はい、わかりました。 

〇議長（北市勲君） では、暫時休憩いたします。 

（午後 ０時０６分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 引き続き質問さ

せていただきます。 

 イ、炭鉱遺産の所管課についてであります。炭鉱

遺産の当初の取り組みにおける所管課は企画財政

課、機構改革後の人事異動後は企画課であったはず

であります。なぜ途中から社会教育課なのか。私も

仕事の内容によっては、関係する所管がその都度変

わるのは一定程度理解しておりますけれども、この

たびは仕事が人について回っている感じがしてなら

ないわけでございます。今後の炭鉱遺産活用におい

て、私個人では将来への展望は難しいと判断してお

りますけれども、しかし遠大な事業計画であります
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ので、仕事の所管や内容が複数にわたるわけであり

ますが、失敗しても責任は誰もとらないという仕組

みにならないよう、このことを気をつけるべきでは

ないかと思っております。市民への最終責任は市長

にあるわけでありますけれども、取り組み事業への

総合的責任所管課を明確にしておくべきであると思

いますので、この辺についてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 炭鉱遺産の所管課につい

てお答えいたします。 

 炭鉱遺産活用基本構想の策定につきましては、企

画課が中心となって取り組んできたところでござい

ます。個別具体的な取り組みとなります立坑等周辺

施設などの炭鉱遺産とガイダンス施設につきまして

は、基本構想の中にも当然記載されている箇所がご

ざいますけれども、立坑等につきましては重要文化

財の指定を目指すことやガイダンス施設という性質

上、炭鉱遺産活用基本構想に基づきまして社会教育

課が所管となり、文化財化に向けての具体的な作業

やガイダンス施設の開設準備を進めているところで

ございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 立坑やぐら取得

問題が発生してから、当初より文化遺産への取り組

み構想があったわけでありますから、本来社会教育

課が責任所管課となるべきではとの思いがありまし

たけれども、筋道が違うような気がしております。

そういう意味では、企画課が中心となって事業を推

進していくということで決まったのであれば、それ

もやむなしということで理解いたします。 

 ②、遺産活用への判断と住民合意についてであり

ます。立坑やぐらは、炭鉱のシンボルでもあると同

時に、その歴史において殉職された人たちの墓標で

ある、墓という意味、墓標であると言う人たちもお

ります。炭鉱で働いてきた人たちから見ますと、産

業遺産としての扱いであれば理解できるわけであり

ますけれども、多額な投資をし、文化財として観光

に利用するということでは全く意味が違ってまいり

ます。 

 当市には、４つの大手炭鉱がありました。その中

で、豊里炭鉱の遺産が私の町内、宮下町の生活館に

パノラマとして展示されております。閉山当時のヤ

マの仲間たちが大変な金額を集め、制作したとのこ

とで今でも大事にしており、これが本当に魂のこも

った炭鉱遺産であり、将来的には市が管理するべき

ものだとも思っております。住友の立坑は閉山当時、

会社に処理能力がなく、現在に至り解体費用の工面

ができたので、やっと処理することになっただけで、

残すべくして残っていたわけではありません。群馬

県富岡製糸工場跡のように、創立者の意思を重んじ

た会社が莫大な私費を投じ、保存したわけと全く違

います。多くのヤマの仲間やもとの会社幹部、また

職員の方々にも意見を聞いてみましたが、皆さんは

私と同じ意見でありました。ただ、ヤマの思い出を

大切にしている人たちも少数ではありますが、いる

ことは事実でありまして、これは私も認めていると

ころでございます。 

 ガイダンス建設では、市議会は５対４の僅差で可

決、４カ所の市民説明会では全てが説明内容に反対

でした。現在提起されております炭鉱遺産活用の事

業は、将来への夢はあっても根拠の定まらない事業

であり、維持費などを含め財政負担が大き過ぎるわ

けでございます。夢を語る学者とそのリスクを心配

する学者がいます。先月の私たちの議員研修会では、

講師は観光事業というのは利益なくてはあり得ない

と言っております。生産性の問題だと思っています。

炭鉱遺産活用事業は、将来にリスクだけが残ること

になるのではないでしょうか。大きな荒波にもまれ、

やっと脱出できたばかりのこの赤平丸を新しい船長

さんは多くの市民の声を振り切り、進路を誤ったと

思いつつもかじをとり直せず、あえて荒波へ向かっ

ている、そんな気がしてなりません。炭鉱遺産活用

に対する市長の政治的判断と住民の考え方には大き

な隔たりがあり、合意には達しないと思われます。

来年ガイダンスができ、今の状況での見守り保存で

あれば皆さんはそれでよしとすることでしょう。市
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民生活の安全、安心の基本である企業対策、これは

雇用対策にもなるわけです。そのほかに子育て支援、

高齢者福祉、教育環境の整備などが優先され、充実

した上での提案であれば住民の合意が得られるはず

でございます。しかし、今回のような強引な遺産活

用への政策判断には、議会は認めたかもしれないが、

俺たちは認めない、住民投票が必要であるという声

もそれなりに聞こえてまいりますが、このことにつ

いて政治生命をかけて取り組まれている菊島市長の

考え方を伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 遺産活用への判断と住民合

意についてということでございます。 

 遺産活用への判断と住民合意については、立坑や

ぐらにつきましては炭鉱のシンボルとして、ふるさ

とを認識する市民のランドマークという認識のほか

に危険を伴う炭鉱労働により殉職された方々や家族

の皆様にとりましては察するに違ったお気持ちにあ

ると感じているところでございます。赤平市炭鉱遺

産活用基本構想にかかわる市民説明会を開催いたし

まして、厳しいご指摘、厳しいご意見を頂戴いたし

ました。当初の計画案の事業費総額は17億5,663万円

で、この点が市民の皆様方の不安が大きかったもの

というふうに考えてございます。しかし、市民説明

会の中では立坑、坑口浴場、ガイダンス施設も含め

て、この部分は理解するけれども、周りのスポーツ

ゾーン、遊びのゾーン、パークゴルフ場など総額５

億100万円をかけて炭鉱遺産周辺に整備しなければ

ならないものなのかということが総体的なご意見だ

ったのではないかと考えたところでございます。そ

こで、いただいたご意見と炭鉱遺産活用検討協議会

の考え方を踏まえまして、総額５億100万円の事業費

を全額削除をいたしまして基本構想が完成したとこ

ろでございます。議員のご指摘のとおり、炭鉱遺産

活用に関する政策判断に対する違ったご意見がある

ことも十分承知しておりますけれども、今後の経過

を見守ってまいりたいというふうに考えてございま

す。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 今の答弁、一定

程度の理解はできますけれども、しかし私は炭鉱で

働いてきた人間であります。自分たちの仕事をして

きたスクラップに莫大な税金を投入し、将来の赤平

市民の皆さんに迷惑をかけられないというのが基本

でありまして、炭鉱遺産活用については炭鉱閉山時

の組合執行委員を代表して私はここに立っているつ

もりでございます。元組合役員の皆さんは、立坑に

金をかけるのは全員が反対であります。ですから、

炭鉱遺産活用計画に関しては私の責務としてしっか

りと見きわめていかなければならないと思ってお

り、今後も引き続き議論を重ねてまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

 次、大綱２、空知産炭地域総合発展基金について、

①、制度の廃止と今後の対応についてであります。

昭和47年11月、北海道産炭地域振興基金協会が設立

され、昭和62年８月、北海道産炭地域振興センター

を経て平成４年の６月に空知産炭地域総合発展機構

を設置となったところであります。このことから空

知産炭地域総合発展基金、新旧という財源がござい

ますが、その基金により多くの産炭地は基盤整備や

企業支援に役立てて重宝されてきたところでござい

ますけれども、本元であります空知産炭地域総合発

展機構が10月で終わることになりました。釧路地域

は、コールマイン炭鉱がまだ稼働しており、この制

度は今後も継続するとのことでございます。現在空

知炭鉱市町活性化推進協議会会長は上砂川町長であ

りますが、機構が廃止となった今産炭地５市１町の

考え方はどうなっていくのか、今後どのようにして

対応、対策を立てていくのか、赤平市としての考え

方を伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 制度の廃止と今後の対応

についてお答えいたします。 

 ことし５月に開催されました一般社団法人北海道

産炭地域振興センターの定時総会におきまして、空

知の５市１町が対象の空知産炭地域総合発展基金が
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完了したことから廃止処分となり、産炭地域投資育

成事業基金についても保有株の譲渡が完了したこと

などから廃止処分とし、残余財産については出資者、

計38団体でございますが、これらに対しまして特定

寄附として返還により処分することとなったところ

でございます。産炭地域におきましては、いまだに

さまざまな課題を抱えておりまして、自立的な経済、

社会システムの構築のため産業基盤の整備や新産業

の創出、雇用機会の拡大などに取り組んでいくこと

が重要であると考えております。これまで25年間続

いた産炭地という特定の枠組みの振興策である基金

は終了いたしましたが、今後は国や道の施策を活用

しながらさまざまな課題に対応してまいりたいと考

えております。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で理解するところでございます。私たちも産炭地議

員連絡協議会というのがございまして、これも地域

と連携をとりながら陳情行動なども行ってまいりま

した。中央行動をしてきたわけでありますけれども、

今後この問題につきましても地域といろいろ相談し

ながら足並みをそろえていかなければならないのか

なと。そういうことで、解散となれば我々も重大な

決意をしていかなければならぬのかなと、そんなつ

もりでおりますので、解散しても産炭地ということ

では続けてやっていけるものがあればと、こんなふ

うに思っておりますので、よろしくまたお願いいた

したいと思います。 

 次に、大綱３、学校教育の充実について、①、学

力向上の妨げになり得る貧困の連鎖についてであり

ます。私は、今まで子供の学力向上のために学校環

境の変化や教育者の養成等に力点を置いた議論をし

てまいりましたが、親の貧困が義務教育の貧困に大

きく影響し、学力の低下を招いていることを複数の

子供の生活環境を通して改めて認識させられたとこ

ろでございます。2012年から2014年にかけての厚労

省白書や各大学の研究者がまとめた著書の中で貧困

の連鎖について述べられている内容がこの赤平にも

当てはまっていることでございます。 

 対策の一つに、見えない貧困を可視化するべきと

しており、日本の子供の６人に１人が貧困であると

しております。年収から見た貧困とは、妻１人、子

供２人の４人家族で月25万円、年収305万円未満が貧

困層となり、税引きの可処分所得は275万円、共稼ぎ

して月23万円が家族の使えるお金でございます。ひ

とり親家庭では、もっと厳しい状況に置かれており、

母親１人、子供２人の家庭で新聞もとれないという

実情は私も耳にしております。貧困層の親は、仕事

が厳しい、お金がない、時間がないということであ

り、そのような中で子供の貧困対策を頑張れば報わ

れるか、そういうふうに思っているかという質問に

対しては思わないとかやや思わない、このような結

果が出ています。ですから、貧困家庭はどこかで行

政の手を差し伸べないと、次の世代にははい上がれ

ないということになります。昔流に言いますと、貧

乏人の子はいつまでたっても貧乏人という連鎖であ

り、赤平市がそれに該当ということではいまだかつ

て炭鉱町の宿命なのかなと、こんなふうにも思うと

ころでございます。当市における貧困の連鎖につい

て、考え方があれば伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 学力向上の妨げにな

り得る貧困の連鎖についてお答えいたします。 

 教育委員会としましては、保護者世帯の貧困の状

況については準要保護児童生徒数の割合等を通して

把握しているところであります。 

 なお、就学援助の最近５カ年の傾向につきまして

は、本市の要保護、準要保護児童生徒数の割合は平

成24年度が31.8％、平成25年度が32.2％、平成26年

度が27.3％、平成27年度が25.4％、平成28年度が24.0

％となっており、これに対し全道平均は23％前後、

また全国平均は15％台で推移しておりますことか

ら、本市はいわゆる貧困傾向が高いと言わざるを得

ません。また、本市における準要保護の認定基準1.5

倍に対し、他市のほとんどが1.1倍から1.3倍であり

ますことから手厚く手だてしており、今後におきま
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しても特段の事情がない限り手厚く手だてしてまい

りたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の中に、就学援助の最近５カ年の傾向について述べ

られました。この中で、全国平均は15％台で推移し、

全道平均は23％前後ということで、この数字を見る

ときに赤平市の場合は24％、25％ということであり

ますので、いかに貧困の度合いが高いかということ

を再認識するところであります。しかし、準要保護

の認定基準を他市から比較し、赤平は1.5倍というこ

とで非常に高くするなどの救済措置をとっていると

いうことも事実と思いますので、そのままこのこと

は継続してやっていただきたいと、このことを強く

要請しておきたいと思います。 

 また、貧困の再生産と教育保障との矛盾について

でありますが、子供が子供として生きる権利があり、

子供らしい家庭生活を過ごすことができないケース

もあります。子供が弟妹の面倒を見て、自分には自

由時間のない事象も実際にあるわけであります。遊

びもスポーツもクラブ活動もできない状況下に置か

れ、戦前戦後のような貧しさの再現を思わせます。

実際に私ごとでありますけれども、私は長男であり

ましたから小学校３、４年生のころ、一番末の妹を

背中に背負わされまして、遊びの中に入れず、寂し

い思いをした記憶がございます。そういう意味では、

昔は子だくさんでそれが当たり前の時代でありまし

たけれども、今は違います。現在は、すぐにひきこ

もりやいじめの対象となり、場合によっては不登校

にもつながり、最悪の場合は自殺にまで追い込まれ

たりしている、こんな実態もあるわけであります。

このことをどう捉まえているのでしょうか、伺いた

いと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 いじめ、ひきこもり、不登校につきましては貧困

が主な原因とまでは言えず、子供社会の人間関係あ

るいは家庭における養育環境等に起因するなど複合

的なものと考えております。もちろん家庭における

貧困が背景にある場合もございますので、それぞれ

の事情を踏まえた個別的な対応が必要であり、大事

なことであると考えております。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

にありますように、それぞれの事情を踏まえた個別

的な対応、こういうことが必要でありますので、子

供たちの生活実態をしっかりと現場として把握し

て、子供たちが子供らしい生活を送れるよう温かく

見守っていただければと、このように思うところで

ございます。 

 また、親は親として生きる権利ということなので

しょうか。共稼ぎにしても低収入、生活がぎりぎり

でも酒は飲み、飲んだら子供の面倒までは手が届か

ないという実態でほったらかしといいますか、こう

いう昔のままのところもあるわけです。このことは、

家庭環境により若干の差はありますが、現実の話で

あります。このような場合、親から子へ、その子が

親になったら、また親から子へと少なからず貧困の

再生産、連鎖は続いてまいります。このことについ

て、考え方があれば伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 いわゆる貧困の連鎖を断ち切ることにつきまして

は、まず保護者に対する生活支援が最も急務であり、

保護者の経済的な負担軽減の観点からいいますと、

赤平市が子育て支援事業として遂行しているもろも

ろの支援策もあわせて対応することが必要であるこ

とは現在の本市の施策状況を見ても明らかでありま

す。今後におきましても市の社会福祉課あるいは介

護健康推進課とも連携し、教育委員会といたしまし

ても総合的な支援の一端を担っていきたいと考えて

おります。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 貧困の連鎖を断

ち切ることは、保護者への生活支援を充実させ、子
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供への財政的負担を軽減することにあります。特に

ひとり親世帯への配慮が最も必要かと私は思ってお

ります。今後の総合的支援、今話がありましたけれ

ども、このことについて期待するところでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

 ②、福祉分野を含めた総合的な対応策についてで

あります。１つ目に、学校教育課に学力の向上対策

について伺います。今まで当市の学力向上について、

所管課といろいろ質疑を繰り返してきた経緯がござ

いますが、難しい課題として市のお金、市費での教

員採用や指導員採用についての検討課題がございま

す。子供たちがしっかりとした学力を身につけるこ

とは一生の宝であります。よりよい教育環境を整え、

よりより指導者も必要になってまいります。そのた

めには財政上の措置、配慮が必要になってまいりま

すが、市費による人材確保についての考え方もしく

は今検討されているとしたなら、その状況をお知ら

せいただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 福祉分野を含めた総

合的な対応策についてお答えいたします。 

 市費による教員採用につきましては、正規の職員

ではありませんが、教員の補助として３小学校に４

人の支援員を配置しているところです。また、市費

による指導員採用につきましては、より直接的な学

力向上のための他市の教育委員会において配置して

いるいわゆる指導主事が考えられるところでありま

すが、本市におきましても学力向上のみならず、小

中一貫教育の推進のため、学校現場の事情に明るい

指導主事の配置が必要であるとの認識をしておりま

す。また、今後におきましても学校運営協議会、コ

ミュニティスクールの設置を目指す本市としまして

は、ますます複雑化する学校教育の推進のため指導

主事等の配置が必要であると考えますので、総合教

育会議の場において検討を重ねてまいりますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で理解するところでございます。市費による教員も

しくは指導主事の採用については、前担当課長との

これは私も懸案事項でございましたので、総合教育

会議、この場での前向きな検討をぜひお願いすると

ころでございます。よろしくお願いいたします。 

 次、２つ目に社会福祉課に伺います。学力向上対

策は、基本的に学校教育課での責任範疇となってい

るわけでございますけれども、社会福祉課では放課

後には児童館や児童センターにて子供たちを預か

り、子供たちの社会教育だけではなく、親が仕事か

ら帰宅するまでの子供たちの見守りも任務になって

いると思います。ここでは、身体を使って遊んでい

る児童や宿題など学習をしている児童もおります。 

 そこで、この場所と自由時間を使って地域の有識

者の学力指導を行っていただいてはいかがかと思っ

ております。半有償によるボランティア活動の学力

支援ということになろうかと思いますが、個人の学

力指導については今でも東公民館等を利用可能とし

ているようでございますが、これらについての実態

はいかがでしょうか。 

 また、民間の学習塾の活用が活発でありますけれ

ども、子供たちの公平、平等な学ぶ権利を守るため

に低所得者への財政支援対策は必要であります。学

習塾に通う子供たちに、保護者に所得制限を課しな

がらも原則無料とするべきであります。考え方があ

れば伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 子供の教育に対す

る福祉施策についてお答えいたします。 

 放課後に子供たちが集う場の一つとして児童館や

児童センターがあり、ここでは宿題に取り組んでい

る子供もおります。しかし、子供たちに対する学力

支援は子供の学習を十分にサポートできる人材の確

保が難しいことから実施してはおりません。 

 なお、生活困窮者の支援を図ることを目的とした

生活困窮者自立支援法の任意事業の一つとして子供

の学習支援事業があることから、福祉担当部署だけ
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ではなく教育委員会や小中学校とも連携をとりなが

ら、子供のためにどのような対応ができるかを検討

してまいりますので、ご理解いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

にありますように学力支援、学力向上対策に人材の

確保は難しいと。これは前からも聞いておりますし、

そのことでしていないという部分もございますし、

わかりますけれども、そのとおりでありますが、し

かし人材確保のできそうな、可能性のあるようなと

ころから各種児童館、それから児童センター等あり

ます。そのほかに東公民館とか、そういう部分でも

使いながら可能性のあるところからやっていただけ

ればなと、こういうふうにお願いするところでござ

います。 

 また、子供たちの平等に学ぶ権利を守るためにも

低所得者世帯に対する財政支援制度、これはやっぱ

り制度がなければなかなか取り組みは難しいと思い

ますので、この制度を検討していただけますよう、

このことを強く要望しておきますので、本当に忙し

い中で大変ではありますけれども、できるだけ早い

設置をお願いしたいと思います。 

 次に、教育長に伺いたいと思います。学力向上対

策での話の中で、学校教育課だけでは貧困家庭の学

力向上は実現できません。貧困の連鎖を食いとめる

ためには、社会福祉課の協力が絶対不可欠でござい

ます。また、貧困が原因とする青少年センターの役

割などを考慮するときに、社会教育課も大きな役割

を担っているところでございます。そういう意味で

は、財政的支援や家庭環境にかかわる相談窓口をど

うするのか、所得制限つきであっても保育料や幼稚

園の無料化、それから学校給食の無料化、こういう

ことも実現が必要になってくると思っております。

家庭環境を支えるには、切れ目のない支援が必要で

あります。貧困対策でのプライバシーにかかわる問

題では、民生児童委員の支援も必要になってまいり

ます。今までは、各所管課による政策にて対処して

きたわけでございますけれども、貧困対策を含めた

学力向上対策には学校教育課、社会教育課、社会福

祉課の今まで以上の強い連携を必要とし、総合的な

判断や支援が必要になってまいります。また、子供

が子供として生きる権利を格差なく、教育の機会を

平等、公平に見守るためには時間と努力と予算が必

要になってまいります。これらが伴わなければ、だ

めだということになります。今までと違う意味での

総合的な学力対策でありますので、部長制のない現

在この取り組みの責任者は教育長の役割、私はそう

いう任務も含めて、役割、任務ということでは教育

長が一番適任でないのかなと思っております。この

ところ、教育長の考え方があればお尋ねしたいと思

います。 

〇議長（北市勲君） 教育長。 

〇教育長（多田豊君） それでは、お答えをさせて

いただきます。 

 議員がおっしゃるとおりに、総合的な学力向上対

策につきましては前段学校教育課長の答弁でもお答

えしておりますように私どもも同様に考えておりま

す。本市の要保護、準要保護の児童生徒数の割合に

もあらわれておりますように保護者世帯の貧困率は

他の自治体に比べると当市は高いわけでありますけ

れども、公教育制度の趣旨からいっても子供たちに

良質な教育を受ける権利を保障していくために子供

たちの教育環境あるいは養育環境にもしっかりと目

を向けてまいりますとともに、これからも社会福祉

課を初めとする関係行政とも横断的に手を携えてま

いらなければならないというふうに考えておりま

す。今後とも学力向上対策のみならず、将来日本の

社会の担い手として、さらにはいわゆる国民として

立派な納税者に育っていく子供たちの教育につきま

しては、高い見地から教育行政としての役割を果た

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で、私の考え方に賛同していただけたものと理解し
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ていきたいと思っていますので、よろしくお願いい

たします。 

 学力向上対策が功を奏すれば、子供たちの教育レ

ベルが上がることで将来への企業対策や雇用対策、

ひいては人口減少対策にもつながります。あらゆる

分野で身近な住民生活をしっかり守る、この信念が

市民に浸透しなければ必ずや人口流出は進みます。

よりよい教育環境をつくる、これらの財源確保のた

めにも教育長には絶大なるご尽力をいただくことを

要望いたしまして、この項の質問を終わります。 

 ③、外部からの教育連携支援についてであります。

今年度から新規事業として学生地域定着推進広域連

携協議会事業、これを立ち上げ、子ども塾や学生ボ

ランティア事業の取り組みをするとなっております

が、提案して半年になろうとしております。夏休み

期間も終わり、大学生の実習経過を踏まえ、一定程

度の成果が期待されますが、いかがなことでしょう

か、伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 外部からの教育連携

支援についてお答えいたします。 

 今年度初めての取り組みとなりました学生ボラン

ティア事業につきましては、４月から学生ボランテ

ィアの登録を受け付け、現在江別市内の北翔大学、

北海道情報大学から各１名、そして札幌市内の北海

道大学から２名、計４名の大学に登録していただい

ております。この大学生の皆さんには、各小中学校

における夏休み学習会において、これまでにない参

加率となりました茂尻小学校と赤間小学校の児童計

84名、赤平中学校と赤平中央中学校の生徒計58名が

参加する中、教職員の指導助手としてそれぞれ２日

間ずつ学習活動の支援をしていただき、子供たちの

学力向上と大学生の皆さんのキャリアアップを推進

したところです。また、校長会の全面的な協力を得

て、面談を経て採用となった学生の皆さんの将来教

職員を目指すという志を持った熱意ある姿勢に対

し、学校現場からの高い評価を得るとともに、本事

業の効果の感触を得たところであります。 

 なお、今後につきましては放課後学習会における

学習支援やクラブ活動、部活動における支援等、幅

広く活動していただく予定となっております。この

事業につきましては、事業開始後間もなく、学生ボ

ランティアの登録者も少人数でありますが、各小中

学校における放課後学習会を通年で行い、学習機会

の拡充を図るとともに、さらなる学生ボランティア

の人材確保に努め、経済的な理由などで学習塾に行

くことができない子供たちも含めた学習支援を行う

ことにより子供たちの学力向上を図ってまいりたい

と考えておりますので、ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 学生ボランティ

ア事業による子供たちの学力向上と大学生の皆さん

のキャリアアップを推進したということでございま

すけれども、将来教職員を目指すという志を持った

熱意ある姿勢に学校現場から高く評価を得るという

ことなど本事業の効果の感触を得たとのこと、本当

によかったと思うと同時に、私はこのことを今後に

さらに期待を感じているところでございます。また、

経済的理由などで学習塾に行くことができない子供

たちも含めた学習支援、これは福祉課に係る学習塾

支援とともに、子供たちの学力向上に大きく役立つ

と考えているところでございます。 

 なお、各大学生皆さんが当市の子供たちの教育指

導に快く長く継続して貢献できる環境整備にも十分

配慮していただくよう要請いたしまして、私の質問

を終わります。 

 以上、私の一般質問を全て終わります。それぞれ

に答弁いただきまして、ありがとうございました。 

〇議長（北市勲君） 質問順序４、１、方書き表示

と住居表示について、２、受動喫煙防止対策につい

て、議席番号６番、向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 通告に従いまし

て、２点について質問と要望をお願いいたしたいと

いうふうに思っております。 

 まず、大綱の１の方書き表示と住居表示について
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でありますが、いわゆるわかりやすいまちの印象づ

くりとして町名と地番の見直しについて同僚議員が

第２回定例会で質問をされておりましたが、質疑を

聞いていると新たな疑問がわいてきまして、この問

題について改めてお聞きいたしたいと思います。わ

かりやすさのためと思いますが、２年前に住居表示

の変更ではなく方書き表示になりましたが、その経

緯についてお聞きしたいと思います。どのような経

緯でこのようになったのかお聞きしたいと思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 方書き表示の導入

の件につきましてお答えを申し上げます。 

 住民票に記載する住所の取り扱いにつきまして

は、住民基本台帳事務処理要領に定められておりま

して、団地、アパート等の居住者について住居表示

実施区域における街区符号及び住居番号、その他の

区域における地番の記載のみでは住所が明らかでな

い場合にはアパート名、居室の番号まで記載するこ

ととされてございますが、さらに居室の番号等を住

民票に記載する住所として記載していないために各

種通知等が住民に適切に届かないことが懸念される

事例が生じており、住民票に記載する住所について

は住民基本台帳が住民に関するあらゆる行政の基礎

となるものであること、またこれによりまして住民

からの届け出等の簡素化が図られていることを踏ま

え、各種通知等が住民に確実に届くよう適切に記載

することが必要といたしまして、平成23年の６月に

総務省自治行政局住民制度課長より改めて通知があ

りました。さらに、平成27年10月にはマイナンバー

の通知カードが住民票に登録してある住所に簡易書

留で送付されることとなっておりましたことから、

確実にお手元に届くよう当市におきましても平成27

年２月より方書き表示を実施することとしたもので

ございます。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 全市的にいわゆ

る団地やアパートに住んでいる方のみ方書き表示に

変えたということでありますけれども、次に方書き

表示の問題点でありますけれども、わかりやすい表

示と言いますが、それは配達や行政の立場であって、

住んでいる住民は今までの住所に余分に書き加えて

いかなければならない、現住所にならない。今まで

市民は通称名であるとか、いわゆる方書き部分で通

用していたわけでありまして、もともとふだんの郵

便物は通称名で通用いたしておりますし、郵便局に

聞きますと地番の住所と方書き、通称の住所との比

較表を持って、両方を持って配達していたというこ

とであります。いわゆる方書き表示によってわかり

やすいために、行政の通知文書のみに使われている

うちは問題ないわけでありますけれども、方書きの

表示の変更によって現住所が変わるわけでありま

す。ちなみに、免許証の現住所の変更まで行ってお

りますが、これを見ますと地番表示と方書き表示が

両方書かれております。違和感を感じるところであ

りますが、このことについてはどのようにお考えな

のかを聞きたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 方書き表示の問題

点とのことでございますが、これまで窓口等でトラ

ブル等が発生したとの報告はございません。先ほど

も申し上げましたとおり、住居表示を実施している

地域におきましてもアパート名、居室の番号まで記

載することといたしまして国は要領に定めておりま

して、さらに住民票に記載する住所を適切に記載す

るため、居室の番号を把握する必要があると考えら

れるときは調査を速やかに行い、住民票の記載の修

正をするよう通知もいただいている状況にございま

して、住民基本台帳が住民に関するあらゆる行政の

基礎となっており、各種通知等が住民に確実に届き

ますよう方書き表示を実施しているところでござい

ますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 
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〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 集合住宅やアパ

ート部分においてのみ方書き表示を行ったというこ

とでありますので、住居表示の変更とは違うのかな

と理解いたしますけれども、例えばこれ以前は赤平

市赤平655番地の４、何のたれべえと書かれておった

のですが、これが赤平市赤平665番地の４の福栄団地

の５の20何ぼ、何のたれべえというふうに変更され

たわけですよね。これは、同じところに住んでいな

がら現住所の変更を行ったということは、私は住居

表示の変更を行ったということに当たるのではない

かなと思っておりましたけれども、国からの指示で

の変更ということで住居表示の変更は行っていない

という答弁であります。 

 それで次に、③としてこの住居表示への変更につ

いてお願いしたいと思います。今までの答弁を聞い

ておりますと、マイナンバーなどの通知が確実に届

くようにとの行政側の都合が優先されているように

見受けられるのでありますが、前回６月議会ではこ

の変更には多大な費用や労力がかかると答弁されま

したが、地番は土地の場所、権利の範囲を表するた

めの登記上の番号で、住居表示は建物の場所を示す

番号ということで、登記上の家屋番号と住居表示の

住居番号は全く異なってよいわけでありまして、住

居表示の実施された地域でも登記上では地番で表さ

れ、地番が消滅することはないということでありま

す。過去に行いました地番の整備事業に伴った住居

表示の変更のようなことは行わなくても街区や住居

の表示ができるということになっております。 

 皆さんがふだん使っております、私たちも使って

おりますけれども、赤平市の住宅地図というのがあ

ります。これ豊里と赤平については、非常に広い範

囲でありながら街区表示が地番表示、字豊里、字赤

平というたった一つの区切りになっておりまして、

同じような面積でありながら、文字量は元町とかさ

まざまに12の街区表示に分かれております。わかり

やすさが必要となれば、やはり通称で使われている

街区表示を住居表示にするべきではないかと。この

字赤平においては、字豊里と字赤平の地区のみの街

区表示の変更をお願いしているわけでありまして、

多くのまちでも地番表示と街区表示が混在している

まちが数多くあるわけでありまして、２年前に行っ

た市内全体の方書き表示への変更と比較してもその

２地区の住居街区表示は大きな事務量にはならない

と思いますが、どのようにお考えかをお聞きしたい

と思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 住居表示への変更につい

てお答えをさせていただきます。 

 住居表示は、昭和37年に制定された住居表示に関

する法律に基づき、それまで土地の地番を用いてい

た住所の表示をわかりやすくするため、街区符号、

番と住居番号、号によって住所をあらわす方法であ

ります。本市では、これまで字名地番改正等により

わかりづらい地区名の解消を図ってきたところです

が、住友地区や赤間１から３区は今後の推移を見守

るとして範囲に含めなかったものであり、その後も

実施に当たっては大変大きな財政負担が伴いますこ

とや戸籍等の公簿類の書きかえなど作業が膨大であ

ることから、慎重な検討が必要であると判断をして

きたところであります。住居表示に関しては、地番

改正は地番は法務局が定めるものに対し、住居表示

番号は市町村が定めるとの違いはありますが、調査

業務やシステム改修等は地番改正とほぼ同様であ

り、巨額の費用を要し、その作業も膨大で事業を進

めるための職員配置など体制も必要となりますし、

住民票等職権で変更できるもののほか、住民の方が

直接行わなければならない手続も大変多くあります

ので、実施に当たっては十分な検討を要すると思わ

れますので、ご理解いただきますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 これ地籍調査と

違いまして、街区と住居表示の変更は市町村が定め

ることができるわけで、私はその２地区に関しては

それほど大変な作業になるとは思われませんけれど

も、赤平市全体を新たな街区表示に変更するという
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ことではなくて、字赤平、字豊里についてのみで、

例えば字赤平なら今まで古くから通称として使われ

ていた山手だとか平和台、日の出など、字豊里につ

いては赤間３区、４区とか豊丘南など、現在もその

街区の線引きまではっきりわかるような過去から通

用していた部分があるわけでありますし、あとは住

居番号のつけ方は街区の北から時計回りに番号をつ

けるとか、膨大な作業にはならないと思いますけれ

ども、この２地区に関してはほとんどが集合住宅や

アパートが大半でありまして、個人住宅は少ないと

思いますし、地方自治の行政の基本が市民や住民へ

の福祉やサービスの向上だとすれば、これ炭鉱遺産

でないですけれども、ずっとこのまんま置いておく

つもりなのか。そういうわけにはいかないのではな

いかと、誰かがどこかで検討しなければならないと

私は思いますし、ほとんどの市民がこの問題を話し

ますと、ほとんどが賛同してくれています。そうい

うことで、ぜひご理解いただいて検討されることを

提案したいというふうに思いますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

 続きまして、大綱の２の受動喫煙防止対策につい

てお伺いをしたいと思います。市の取り組みについ

てということで、国や道が今健康増進法の中で取り

組みを進めておりますけれども、道においても取り

組みが進んでおります。健康増進のために禁煙対策

が進められてきましたけれども、近年において健康

のための禁煙対策というよりも受動喫煙というのが

よりたばこを吸わない人に健康被害をもたらすとい

うことになり、分煙化が進められておりますけれど

も、当市における取り組みはどのようになっている

のかお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 喫煙及び受動喫煙による健康への影響は、がんだ

けではなく、脳卒中や心筋梗塞、歯周病などの疾病

と因果関係があるものとされています。北海道は全

国一喫煙率が高く、その中でも当市は喫煙率が上位

に位置づけられており、特に男女とも若年層の喫煙

率が高い状況にもあります。たばこの煙は、喫煙者

本人だけではなく、たばこを吸わない非喫煙者の健

康にも大きな影響を与えることから、公共施設内の

全面禁煙への取り組みを進めていくことや受動喫煙

防止の徹底を図ることが重要と考えております。国

や道におきましては、受動喫煙の防止を図るため法

令と条例を制定する取り組みが進められていますの

で、当市におきましても市民に対して喫煙がもたら

す健康への影響に関する教育や喫煙者に対しまして

は禁煙に向けた支援を引き続き行ってまいります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 今の健康増進法

でいけば、子供や妊婦の使う施設、病院や学校は敷

地内が全面禁煙、それから不特定多数の者が利用す

る公共施設などは建物内禁煙というような方向で進

んでいるようでありますが、今市であります市役所

だとかみらい、総合体育館、東公民館などの公共施

設の分煙対策で先ほど申し上げた分煙室を設置する

ことを提案したいというふうに思っております。例

えばみらいや総合体育館では出入り口に、玄関とい

いますか、そういうところに灰皿を置いて喫煙場所

としておりますけれども、ああいう出入り口であり

ますと出入りする喫煙しない人または子供には迷惑

になるような気がします。この受動喫煙の防止とい

う意味からもぜひこの分煙のためのプレハブなど、

きちっと区分けできるような簡易の施設をつくるべ

きでないかと思いますが、この点に関していかがで

しょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 公共施設の分煙対策につ

いてお答えをさせていただきます。 

 受動喫煙防止に向けた庁舎と公共施設の取り組み

といたしましては、現在分煙化を行っておりますが、

ことしは世界禁煙デーの趣旨も踏まえ、禁煙週間の

期間中、敷地内完全禁煙を実施したところでありま

す。今後の対応といたしましては、現在国及び道に
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おきましては喫煙対策並びに受動喫煙防止対策に関

し、法令等の整備を図るため取り組みが行われてお

りますが、それらを参考にしながら本市の禁煙、分

煙対策としましては庁舎においては建物内禁煙を検

討しており、社会教育施設につきましては防火管理

上から玄関口近くに灰皿を設置しておりますが、今

後少しでも周辺の方が煙を吸うことを防止できるよ

う検討してまいりますので、ご理解いただきますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 〔登壇〕 これ私もたばこ

を吸う者として、周りに迷惑をかけるということは

嫌でありますし、健康によくないと承知しておりま

すけれども、仕事の区切りや気分転換に有効であり

ますし、国や地方自治体にとってたばこ税は軽視で

きない財源であることもご承知のとおりでありま

す。また、今後加熱式たばこの普及も進んでおりま

すことから、また変わっていく対策が必要かと思い

ますけれども、人に迷惑をかけないような分煙対策

を進めていただきたいというふうに思います。よろ

しくご検討くださいますことをお願い申し上げて、

簡略に私の２つの問題について提案と質問をさせて

いただきました。ご丁寧な答弁をありがとうござい

ます。 

 以上で終わります。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午後 １時５８分 休 憩） 

                       

（午後 ２時１５分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序５、１、地域や団体との連携の考え方に

ついて、２、職員・職場の連携体制強化について、

３、市長のトップセールス強化に伴う体制の見直し

について、４、病院運営の新たな方向性について、

５、子どもの心身を守る体制について、議席番号３

番、植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して一般質問をさせていただきますので、ご答弁の

ほどよろしくお願いいたします。 

 まず、大綱１、地域や団体との連携の考え方につ

いてお伺いをさせていただきます。この内容につき

ましては、地域の経済効果を上げるための対策とい

たしまして、さらに新たな切り口での地域や団体と

の連携をお考えいただきたいと思いまして質問をさ

せていただきます。 

 まず、①、歴史のつながりと特産品販売のあり方

についてお伺いをさせていただきます。来年、北海

道と命名されまして150年を迎える年を迎えますけ

れども、道といたしましても７月17日を北海道みん

なの日として、また北海道遺産協議会では次年度の

さらなる遺産選定に向けて準備を進めているなど、

北海道の150年の歴史を大切にしようというムード

が漂っております。当市においても近代化を支えた

炭鉱の歴史を大切に、そしてこの歴史を次世代につ

むいでいくために炭鉄港といったこれまでにはない

地域との連携に注目をいただきたいというふうに思

います。民間での活動が７年にわたり行っています

けれども、昨年は空知、後志、胆振の３総合振興局

主催によります炭鉄港フォーラムの開催、また本年

度は議員連盟の設立など今後の活動にも大変注目を

されているところでございます。 

 そこで、この連携を活用した中で、互いの特産品

を販売し合うなどのお考えを幅を広げていただくこ

とはできないでしょうかというお伺いなのですけれ

ども、赤平には年間を通して観光客数27万人に対し

て鉄港の室蘭は112万人、小樽というところは794万

人といった観光客数が上げられているわけですけれ

ども、こういった連携の中で確実な販路拡大が図れ

るのではないかというふうに感じています。ですの

で、互いの地域に炭鉄港の特産品販売所を設けると

いった形になりますけれども、こういった形で可能

性が膨らむことはできないでしょうかといったとこ

ろでございます。 

 また、さらに道内だけではなくて全国的に見渡し

てみますと、炭鉱のまちとしての歴史を持っている
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九州、福島といった地域もありますし、それらの地

域との連携した特産品販売の企画など、歴史のつな

がりから見えてくる販路拡大をぜひとも前向きにお

考えいただきたいというふうに思いますが、この点

につきましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 交流人口の拡大

と特産品のＰＲという観点で私のほうからお答えさ

せていただきます。 

 当市におきましては、炭鉱の歴史を継承したがん

がん鍋が赤平の名物料理として赤平がんがん鍋協議

会を中心に特産品推進協議会においてもＰＲを行っ

ているところであります。がんがん祭りの開催や道

内の各イベントに出店をし、その認知度は徐々に広

がりを見せ、がんがん鍋を目当てに来ていただく方

もおり、昨年は埼玉県和光市にて開催された全国鍋

グランプリにも参加要件となる地域の歴史に受け継

がれた伝統鍋で、鍋料理を活用した地域活性化の団

体であると認められ、出店をしたところであります。

また、今年度につきましては東京の代々木公園で開

催されます40万人以上の方が来場する北海道フェア

におきまして、空知総合振興局ブースのそらち・デ

・ビューフェア、空知の炭鉱の男メシとしてがんが

ん鍋を出店し、ＰＲを行えることとなっております。 

 歴史のつながりにつきましては、北海道の近代化

を担ってきた空知の石炭、室蘭の鉄鋼、小樽の港、

これらを結ぶ鉄道、いわゆる炭鉄港を各振興局や各

市町村、関係団体が連携を図るほか、「炭鉄港」市

町村議員連盟が結成されるなど交流人口の拡大を目

指す動きが出ております。 

 また、炭鉱に由来したホルモン鍋につきましては、

全国でも特産品として売り出している地域があり、

連携を図っていきたいとの話もあるようなので、お

互いに交流を図り、さらなる特産品のＰＲ、販売に

つながる連携について振興局や各自治体、団体等の

情報もいただきながら検討をしてまいりたいと思い

ます。さらに、食だけではなく立坑のペーパークラ

フトなどの工芸品の開発も行われておりますので、

ほかの産炭地域との連携につきましても検討を進め

てまいりたいと思いますので、ご理解賜りますよう

お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 昨年、和光市に

も行ってがんがん鍋をＰＲしてきたということと、

また今後代々木のほうでことしは販売されるという

ことで、大変その活動の範囲の拡大が見られると同

時に、昨晩も東京からちょっとお客様が来たのです

けれども、その際にはやはり赤平がんがん鍋、食べ

てみたいねということで大変話が盛り上がった経緯

もございますので、認知度も大変高まってきている

中ではございますけれども、さらにがんがん鍋、食

のほうにつきましてはそういった活動を継続的にお

考えいただきたいというふうに思ってございます。 

 また、先日はアイヌや先住民族の関係の文化を、

歴史的なものをしっかりと大切にしていこうという

ことで、北海道の取り組みでしたけれども、ハワイ

との交流が報道されておりました。そういった意味

でも当市も積極的に歴史、文化による新たな地域と

の連携というのを模索するべきときに来ているので

はないかなということを思いましたので、質問をさ

せていただきました。 

 続きまして、②、芸術のつながりと地域連携のあ

り方についてお伺いをさせていただきます。道の駅

という共通の場所は、道内には117カ所あるというふ

うに伺っていますけれども、それを結びつける企画

といたしましてスタンプラリーというものがあるの

は皆さんもご存じだというふうに思います。北海道

の全体を合わせた道の駅の経済効果といいますの

は、2012年度のデータになりますけれども、260億円

ということと利用者数も3,000万人を超えるという

内容は確認をさせていただいております。当市にお

きましては、道の駅はございませんけれども、ほか

の分野での地域連携のあり方というのを検討する部

分がたくさんほかにもあるのではないかなというふ

うに感じております。 

 例えば芸術文化という切り口でいいますと、当市
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には世界的にも知名度のあります流政之氏の彫刻群

があります。近隣地域でいいますと、安田侃氏の彫

刻がある美唄市、そのほか道内の彫刻がある地域の

連携したスタンプラリーを企画するなど、そのほか

には今大変ブームになっていますコレクションカー

ドといったものもこの彫刻というものを基本に、そ

ういったコレクションカードの企画などもできない

かということで、そういった新しい切り口のつなが

りを持った中でまた新しい地域づくりの幅が広がっ

てくるというふうに考えます。 

 また、当市におきましては2004年度から始まりま

したこの空知管内で始まっております炭鉱アートプ

ロジェクト、これは2004年、赤平から始まっていま

す。そして、ことしそのイベントが赤平に帰ってき

まして、今まさに今週末からオープンに向けて立坑

を中心といたしまして札幌市立大学の先生たちと学

生たちが今赤平に寝泊まりしながら準備、設営中で

ございます。そういった団体との今後の連携もより

一層図っていく中で地域との連携、地域の可能性と

いうのがまたさらに広がってくるというふうに思っ

ているのですけれども、この点につきましてはいか

がでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 芸術のつながり

と地域連携のあり方についてお答えをさせていただ

きます。 

 エルム高原につきましては、世界的な彫刻家、流

政之氏の彫刻を10体設置し、彫刻公園サキヤマとし

て整備を行っておりますが、パンフレットの作成や

エルム高原祭りではサキヤマスタンプラリーなどを

開催し、彫刻に触れ合う機会を設けているほか、流

政之赤平応援隊につきましてもかんじきウオークと

題して彫刻をめぐるイベントを開催するなど団体の

動きもあったところであります。 

 また、ＮＰＯ法人炭鉱の記憶推進事業団や札幌市

立大学の上遠野教授を中心として炭鉱遺産を活用し

たそらち炭鉱の記憶アートプロジェクトでは、今年

度は赤平を舞台にアートプロジェクトが開催される

ようであります。 

 芸術のつながりと地域連携のあり方ということで

ありますが、炭鉱遺産を新たな芸術としての価値を

産炭地域と連携を図りながら芸術に触れる機会を創

出していただいておりますし、また先ほど議員が言

われました彫刻を生かしたコレクションカードにつ

きましては、今はダムカードですとかマンホールカ

ードなどが話題となっている事例もあり、他市にあ

る彫刻公園とのスタンプラリーなどもご提案をいた

だきましたので、関係団体や関係部署、各地域の情

報や要望等もいただきながら、交流人口の拡大につ

ながる地域連携や団体との連携について勉強してま

いりたいと思いますので、ご理解を賜りますようお

願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 そうですね。前

向きなご答弁をいただきました。先月、札幌国際芸

術祭ということで、今もいろいろと活動をしている

中でございますけれども、そこに赤平の住友の立坑

の坑内図が展示されたということで、この芸術祭の

中にそういったものを展示しようというような発想

に基づいたのは、まさに2004年からかかわっていま

す札幌市立大学の炭鉱アートプロジェクトのやっぱ

り先生たちであったり、生徒がそういった価値を引

き出していただいたということで、そういった方た

ちとの連携を通してまた新たにこの赤平の資源の価

値が高まっているということはもう実証済みでござ

います。ですので、これまで立坑だったりとか産業

遺産というものの切り口だったものがそういった芸

術者の目線によるとまず１つのデザイン、アートの

建築として今立坑で中心に活動をされている方たち

のそういった思いというのがさらなるこの地域の資

源価値を芸術のつながりとともに高めてくれる可能

性というのが大変見えているのではないかなという

ふうに感じていますので、そのあたりもそういった

視点も含めてこういった芸術者とのつながりという

ものと地域連携のあり方というものもさらに広めて

いっていただきたいというふうに思ってございます
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ので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、③でございます。コミュニティ文化

のつながりと人財づくりについてお伺いをさせてい

ただきます。人がつながる仕組みというものを意味

合いとしまして、コミュニティデザインという言葉

がございます。人間関係が希薄化している現在、社

会におきまして人と人とがかかわりを持ち、まちづ

くりに臨む体制を当市としても継続して取り組んで

いかなければならないと思っています。そういった

コミュニティ文化を高める環境をどのようにつくっ

ていくのかといったことをしっかりと挑戦していか

なければならないというふうに感じております。 

 そこで、他市ではどのようなコミュニティデザイ

ンのあり方が存在するのか、またコミュニティ文化

の最大の形でありますお祭りというものにも着目い

たしまして、全国にあるコミュニティのあり方や火

を祭る行事といったものの取り組みをしているとこ

ろのまちを調査いたしまして、視察や連携を通して

当市のコミュニティデザインの形成にかかわっても

らえる人財の発掘ということと火まつりに対して協

力をしてくれる人財をふやしていけるような、そう

いった盛り上がりにつなげていただきたいというふ

うに思いますけれども、この点につきましてはいか

がでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） コミュニティ文

化のつながりと人財づくりについてお答えさせてい

ただきます。 

 当市における各イベントにつきましては、多くの

市民のご協力とご理解をいただきながら大いに盛り

上がりを見せているところでありますが、特にあか

びら火まつりにつきましてはことしで46回目とな

り、半世紀にわたる赤平の伝統行事として受け継い

でいかなければいけない行事だと思っており、開催

に際しましても各町内会も実行委員会に入っていた

だき、花火大会につきましても市民や各企業から募

金をいただきながら打ち上げており、市民みんなが

つながりを持ってあかびら火まつりを開催している

ところであります。祭りのメーンイベントでありま

す火文字点火につきましては、火まつりやらん会が

主体となり、赤平の火を消してはいけないと脈々と

受け継ぎ、次の世代の人財づくりにもつながってお

り、赤平火太鼓保存会や赤榊会につきましても祭り

を盛り上げていただき、文化の継承と人財の育成に

つながっております。また、産企協の主催によりま

す人財育成事業におきましてもメンバーが火まつり

の運営に携わっていただくことで火まつりの意義と

みんなでつくり上げるイベントを体感し、地域コミ

ュニティの形成と文化の継承につなげております。 

 議員がおっしゃりました火を祭った行事を行って

いる地域の調査や視察などを行い、さらなる進化を

遂げてはということでありますが、赤平の火まつり

は市民でつくり上げる祭りとして地域独自の発展を

し、半世紀にわたり継続をしておりますが、他の地

域での参考になる事例等がありましたら、さらなる

地域イベントの発展のために、また協力していただ

ける方の人財育成の場として勉強してまいりたいと

思いますので、ご理解賜りますようよろしくお願い

いたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 実際に人がつな

がる仕組みをつくるというところにおいては、やは

り地元で言いますやはり町内会であったりとか、さ

まざまな地域づくり活動をしている団体という中の

状況を見ていますと、やはり人財不足なところもあ

るのではないかなというふうに感じているところも

ございまして、今まではやっぱり１人の人が招いて

来ていただいて講師としてだったりとかというのは

あったのですけれども、団体、団体同士のつながり

だったりとかという部分の環境をつくり出していた

だいた中で人財づくりというものの幅広い可能性と

いうのも描いていただけるのではないかなというふ

うに思いましたので、ぜひそういった視察であった

りとか、人と人とがつながり合う仕組みづくりに対

して、さらなる環境構成ができる部分につきまして

は積極的に取り組んでいただきたいなというふうに
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感じておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱２に移らせていただきます。職

員・職場の連携体制強化について、①、異動時の引

き継ぎ体制についてお伺いをいたします。最近、不

祥事があった中で、内容を伺いますと異動時の引き

継ぎがしっかりと全課で共有されていないのではな

いかという不安な点が残りましたので、質問をさせ

ていただきます。異動時の引き継ぎのときには、そ

の担当者だけではなくて、課内の仕事を誰がどのよ

うに手がけているのかということがわかりやすい方

法をもう少しお考えいただきたいなというふうに感

じております。また、何事も１人ではなく複数人で

かかわる業務体系の仕組みをつくり出すということ

も職場の中では大変大切な環境だというふうに聞い

てございます。そしてまた、そういった課を代表す

る、管理をする課長のコーディネート力というもの

も必要だというふうに感じていますが、そのあたり

のその後の対応、対策につきましてどのように図ら

れているかをお伺いをさせていただきます。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 異動時の引き継ぎ体制に

ついてお答えをさせていただきます。 

 職員の退職や人事異動等による事務引き継ぎにつ

きましては、赤平市職員服務規程により定められて

おり、発令の日から５日以内に担任する事務を引き

継がなければならないこととなっております。内容

といたしましては、担任する事務の項目及びその経

過、現況、方針並びに意見、各引き継ぎ書類の帳簿

の目録、その他に必要事項について事務引き継ぎ書

を２部作成し、１部を所属長へ、１部を総務課長へ

提出しなければならないこととなっております。人

事異動における担当課の引き継ぎにつきましても当

事者間だけに業務を集中させることなく、係内での

体制の見直しや情報の共有を図ることが重要である

と考えております。今回の不祥事につきましては、

職員１人に担当する事務を任せていたという背景も

あることから、各担当係の事務分掌による業務内容

の把握、事業の進捗状況、課題の整理を含めた進行

管理につきましても課内部のコミュニケーションを

図りながら報告、連絡、相談を徹底してまいりたい

と考えておりますので、ご理解いただきますようお

願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひそういった

見落としがないように、これから体制を強化してい

ただきたいというふうに思っています。日ごろのコ

ミュニケーションというのも大変必要だというふう

に思いますので、課の連携体制を強化することも日

ごろから気をつけていただきたいなというふうに思

っております。また、ことし大変人事異動が多かっ

たものですから、いま一度そのあたりの課長の皆様

の意識強化を図っていただきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、②、職員の研修内容についてお伺い

をさせていただきます。これまでは、それぞれの課

単独での事業体制も多かったというふうに思います

けれども、これからはますます複数の課の協力体制

をもっての事業というものが求められている時代背

景だというふうに思っております。例えばこれから

新たな運用が始まる平岸のコミュニティセンターと

いうところでは、今までは教育施設でございました

けれども、これからは総務課、市民生活課、社会福

祉課が共同で使用する施設となるということでござ

います。また、ＡＫＡＢＩＲＡベースにおきまして

も商工と農政が連携し、事業を進めている。そして、

これからは幼保一元化によりますこども園やこれか

ら建設されます炭鉱ガイダンス施設など、そのほか

多くの施設がこれまでの縦割り的な考え方ではなく

て横断的な連携体制をさらに意識して運営を構築し

ていくことということが利用者が利用しやすい、使

いやすい施設の運用に導くのではないかなというふ

うに考えております。新たなまちづくりの可能性が

見えてくるといった観点でもそういう課の連携とい

うものがこれからは大切になってくるというふうに

思います。そういった観点というものは、日ごろ育

成していかなければ急遽はできないというふうに思
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うのですけれども、そういった育成するための職員

の研修の体制のあり方、研修内容につきましてどの

ようにお考えかをお伺いさせていただきます。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 職員の研修内容について

お答えをさせていただきます。 

 赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略がスター

トし、企業や団体、市民の皆様のご協力により、ま

ちのＰＲやインターンシップ、子育て、教育支援な

ど各施策の取り組みにより人口減少率の緩和など少

しずつ成果につながっているものと感じておりま

す。特に行政としては、支援のあり方を協議するに

当たり、各担当課での業務の中には複数の課にまた

がる事業展開が必要なものもございます。今年度よ

り庁議を毎月１回行い、各課の事業進捗状況や今後

の課題について情報の共有を図っており、庁議の内

容については各課長から課内職員に対し情報の伝達

を行い、職員全員が共有できるよう取り組んでいる

ところでございます。各課の横断的な取り組みとい

うことでは、事業の内容や展開により必要に応じて

複数の課の職員間の意見交換や協議も必要になるこ

とから、その取り組み方法等について検討してまい

りたいと考えておりますので、ご理解いただきます

ようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひ考えていた

だけるということのご答弁でございましたけれど

も、課長クラスの職員の方たちは庁議だったりとか

という連携の話し合いの場所はあるというふうに思

うのですけれども、やはり新人であったり中堅の職

員の方たちの考えの共有をできる場所というもの、

環境づくりというものをぜひこれから強化をお願い

したいというふうに思っています。 

 広島の呉市では、ゆめづくりの地域協働プログラ

ムと称した中で、職員が横断的な連携を図りやすく

するための市民の視点を持った協働型の職員である

市民公務員の育成を目指してということで職員研修

を実施しています。そのような他市の取り組みも調

べていただきながら、当市においても市職員が横断

的な意識が持てるように研修内容をぜひご検討いた

だきたいというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、③、職場の見える化とスリム化につ

いてお伺いをさせていただきます。以前より庁舎内

の総合案内、各課の案内看板など要望しています。

そして、ことしは予算づけもされているというふう

に思いますけれども、形になって見えてきていない

のが現状でございます。また、庁舎内を見渡します

と整理整頓が行き届いていないスペース、もう必要

でない資料やそのまま置き去りになっているパンフ

レットなどはないでしょうか。個人的な書類管理を

把握するためにもいま一度庁舎内を整理整頓し、課

内での業務の見える化、さらに同じような業務をし

ている内容があれば統一するなど、場所や時間を共

有し、スリム化できないかなどを検討する必要性は

ないでしょうか。これまで何度も例に挙げさせてい

ただいていますけれども、ニセコ町ではそのファイ

リングシステムを導入して、みんなが共有して資料

を見られる状態になっている。また、この庁舎内の

各階に並べられていますパンフレットなども寝てい

る状態では大変見にくくなりまして、誰に対しての

ＰＲの内容なのかわからないパンフレット等もござ

います。もう少し市民の目に見えるような状態で庁

舎出入り口あたりにパンフレットコーナーを設ける

など、ご検討をいただきながら見える化とスリム化

をお考えいただきたいというふうに思いますけれど

も、そのあたりはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 職場の見える化とスリム

化についてお答えをさせていただきます。 

 行政の大きな目的の一つとして能率的な行政運営

の確保というのがあり、住民のために最少の経費で

最大のサービスを提供するよう能率の向上に努める

というものでございます。文書のファイリングシス

テムにつきましても文書管理の能率的な方法の一つ

と考えられます。文書の分類、保存につきましては、



 －79－ 

行政運営の基本である検索時間の短縮などにより新

しい時間をつくり出すことができれば、行政のサー

ビスもより効率的な取り組みができるものと考えら

れます。また、ファイリングシステムだけではなく、

市民から見た利用しやすい庁舎の環境づくりとして

パンフレットの置き場所の工夫、医療、福祉、介護、

教育、観光、移住、定住など分野ごとに分けて見せ

る工夫など総合案内看板の設置のあり方とともに、

お客様が直接訪れるカウンターの上部や事務所内の

棚、ロッカー上部の整理など細かなことですが、整

理整頓を進め、市民の目線から見ても清潔感のある

利便性の高い庁舎を目指し、今後検討してまいりま

すので、ご理解いただきますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 その点につきま

しても前向きなご答弁をいただいてございます。ぜ

ひ全庁舎内、一斉清掃日などを設定していただきま

して、そういった庁舎内の意識を高めていただきた

くも思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱３、市長のトップセールス強化

に伴う体制の見直しについてお伺いをさせていただ

きます。①、職員の積極的な行事等への参加につい

てお伺いをさせていただきます。当市には、日本を

代表いたします技術を持ち、市内だけでの経済循環

では難しい業種も多い中、これから市内の経済効果

を高めるためには今以上に他市の方々の協力や連携

を図りながら、まち全体の行政運営を考えていかな

ければならないところがあるというふうに感じてい

ます。その対策として、市長のトップセールスが大

変重要な鍵になってくるというふうに感じていま

す。そう強く感じていますのもインターネット社会

と言われている現在でございますけれども、人脈の

広い菊島市長のトップセールスのおかげでふるさと

納税に関する寄附もふえていると伺っていますし、

また私のほかの仕事でも道や国の機関に行くことが

多いのですけれども、その際にも菊島市長の話題性

が高く、赤平のまちの知名度の高まりを感じていま

す。また、今後のまちづくりにつきましても期待感

が高まり、明るいイメージが膨らんでいるところで

ございます。 

 そういったトップセールスを試みる市長の動き方

からもわかりますように、他市や他団体との連携を

密にすることはこれからの田舎のまちにとっては大

変大切な観点であるというふうに考えております。

ぜひとも市長がこの２年間でトップセールスをして

見えている効果というものを調査していただきまし

て、分析していただきまして、さらなるトップセー

ルスの充実を図れる体制もお考えいただきたいとい

うふうに思ってございます。例えばこれまで以上の

幅広い連携を視野に入れていくといたしますと、市

長の公務スケジュールを考えた場合、もしかすると

市内の公務対応との重複が出てくるかもしれませ

ん。そういったいたし方ない状況におきましては、

市長の代役を関係する課長が担うなどの深い理解と

積極的な協力体制が必要になってくるというふうに

思います。そのあたりの体制強化も含めたお考えを

どのようにお考えかお聞かせいただきたく思いま

す。よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 職員の積極的な行事等へ

の参加についてお答えをさせていただきます。 

 市長の動静につきましては、市内における行事、

町内会と各種団体の会合についても通常の執務に影

響のない範囲でできるだけ参加できるようスケジュ

ールを調整しているところでございます。また、赤

平市しごと・ひと・まち創生総合戦略における各種

施策につきましてもさまざまな事業を展開するに当

たり、財源確保等のため、これまで同様に市長自身

が北海道や企業、関係機関などを訪問することも想

定されますことから、行政全体として具体的な方向

性をしっかりと協議し、統一した意識を持って事業

の推進に当たり、施策の早期実現に向け努力をして

まいりますので、ご理解をいただきますようお願い

申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 



 －80－ 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 これまで市長が

参加して当然だった市内の行事とかにおきまして

も、また関係する課長が行事に代行することによっ

て参加することによりまして、その団体との連携が

より図れるなど互いをさらに知れる時間の幅が広が

るというふうにも思いますので、そういった面の充

実もともに図れるということのお考えのもとに、さ

らに今後トップセールスに対しての体制強化という

ものもお考えいただきたいというふうに思ってござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、②、出張費の考え方についてお伺い

をさせていただきます。市長の出張費においては、

１年前から予算づけ、計画をしているというふうに

思いますけれども、追加の出張があれば補正予算と

して計上となってくるわけでございますが、年度当

初ある程度の想定はしているというふうに思います

けれども、市長の出張費においてはこれまでとは違

う考え方で予算計上するべきではないかという点の

要望でございます。それは、前の質問でも触れさせ

ていただきましたように、他市との連携をしてスピ

ーディーに取り組むことで市内の経済効果が期待で

きる時代背景となっているということの観点の中

で、そのあたりの考え方をさらに盛り込み、市長の

出張費に幅を持たせるべきではないかというふうに

考えるからでございます。そもそも１年前からの出

張費の予算づけは、例年どおりの見えている行程で

しかあり得ないため、さらに他市や海外とのまちの

連携を図るといったトップセールスを含む出張は含

まれていないことと思います。事前に各課の事業と

市長のトップセールスを絡めて事業連携を見込めそ

うなものは流動的かつ事前に予算づけをするなど、

そういった考え方も含めて見直しの可能性があるか

どうかということをお伺いをさせていただきます。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 出張費の考え方について

お答えをさせていただきます。 

 自治体の予算執行に当たっては、予算の循環過程

をたどる予算編成から予算の執行、そして決算とい

う過程となり、本市においては赤平市予算の編成及

び執行に関する規則や赤平市会計規則にのっとり執

行しているところでございます。市長の出張旅費に

つきましては、全国市長会等当初から予定されてい

る案件のほか、平年の出張状況等から回数を見込み、

予算計上しているところであります。本市の財政状

況は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく財政指標の全てにおいて健全段階を維持する

形となっておりますが、人口減少等から今後も厳し

いものとなることが予想をされます。しかしながら、

議員の言われるとおり他市との連携などの取り組み

の中で、より大きな効果につながることも考えられ

ます。このようなことを踏まえ、今後の予算の執行

に当たりましては事業の精査を図りながら、効率的

で効果的な財政運営に努め、適正かつ厳正な予算執

行に努めていかなければならないものと考えており

ますので、ご理解いただきますようお願い申し上げ

ます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 近年ですけれど

も、近隣の市長の取り組みといたしましては海外で

の特産品をＰＲすることであったりとか、地域をＰ

Ｒして多くの訪問者を海外から呼び込む市長の動き

というものも大変ありまして、そういった他市の市

長の動向というのは大変頼もしいなというか、力強

く感じるわけです。当市におきましても効率的なト

ップセールスと行政運営事業の連携をより可能性の

高いものとするためには、そういったトップセール

スのあり方も含めた出張費の考え方というのも今後

検討いただきたいというふうに思ってございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、③、職員配置のあり方についてお伺

いをさせていただきます。今の秘書係には、正職員

１名と臨時職員の１名の体制でありまして、トップ

セールスをさらに強化する中ではさらなる人員強化

が必要ではないかというふうに感じるところが大き

いです。対応人数が少ないと、出張の付き添いや連

絡体制のスピーディーさに欠けるのではないかとい
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うふうに感じます。また、安全面に関する対応も見

落としがあってはいけないというふうに感じていま

すので、総務課の中で秘書室ということとの区別を

するのではなくて、人数の体制の見直しや総務課と

のさらなる連携体制の強化というものも考える余地

はあるのではないかなというふうに感じますが、こ

の点につきましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 職員の配置のあり方につ

いてお答えをさせていただきます。 

 現在秘書係の体制につきましては、主幹職１名、

臨時職員１名の２名体制で、主な業務は市長、副市

長の日程調整に係るスケジュール管理となっており

ます。土、日、祝祭日の町内会や各団体の市内の行

事につきましては、市長自身で出向く場合もありま

すが、市外での各種会議、懸案事項要請等による公

務につきましては秘書係において随行、運転業務を

行っている現状にあります。そのようなことから、

市長、副市長と理事者の専属の運転手がいない状況

を勘案し、各課に関係する出張、会議等の際は担当

課の職員がそれぞれ随行、運転業務を行っていると

ころでもあります。このような現状を踏まえ、市長

のトップセールスとあわせて、秘書係だけではなく

総務課全体で連携をとり、フォローし合える環境づ

くりを含めてどのような体制が望ましいか今後検討

してまいりたいと考えておりますので、ご理解いた

だきますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 そのときの状況

に合わせていろいろな対応、対策が考えられるとい

うふうに思うのですけれども、そのトップセールス

といった観点の中でいま一度さらなる体制を強化で

きるところがないか、前向きなご答弁をいただきま

したので、今後のさらなるご検討に期待をしたいと

いうふうに思います。 

 また、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の

中におきましても仕事を中心とした経済的な効果の

考え方というものが大変中心の中で捉えられている

中で、人を呼び込むであったりとか移住、定住に結

びつく考え方の中では、やはり市長にさらに外に出

向いていただき市の営業というものを、市を売り込

むためのいろいろなＰＲであったりとか、人とのつ

ながりというものもしっかりととっていっていただ

きたいというふうに考えておりましたので、このよ

うな質問をさせていただきました。 

 続きまして、大綱４に移らせていただきます。病

院運営の新たな方向性について、①、利用者と市民

ニーズ調査の実施と分析についてお伺いをさせてい

ただきます。外来患者数が計画を下回っている状況

が続いております。近郊の地域でも同じ現象が起こ

っているということではございますけれども、そん

な中で患者の獲得に向けた対策や営業努力が必要に

なってくるというふうに感じております。これまで

透析の施設や病棟の建てかえなど環境面を整えてき

たわけでございますけれども、当初は透析の患者も

減らないという予想をしていたのに対し、今ではそ

の患者数が減っている状態でもございます。また、

病棟の建てかえをしてきれいな環境になったからと

いったとしても今後油断はできる状態ではないとい

うふうに感じています。減ってから考えるというス

タンスではなくて、常に予測し、利用者のニーズを

把握して対応できることは迅速に対応できるような

病院経営の体制というものをさらに考えていただき

たいというふうに感じております。そのためにも定

期的に利用者に対してのアンケート調査を行い、ま

た市民に対してもアンケートをとりながら病院の経

営に市全体が協力している体制づくりをさらに図っ

ていただけないかということのお願いでございま

す。また、それをしっかりと分析いたしまして対応

していくことで明確に情報公開するなど、大がかり

なことだけではなくて小さいことから病院に、小さ

いことからいろいろな変化をもたらしていくよう

な、病院が患者の希望にしっかりと市民のニーズに

応えているということの姿をしっかりと見せること

が大切ではないかなというふうに感じていますが、

この点につきましてはいかがでしょうか。 



 －82－ 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） お答え

をいたします。 

 当院における外来患者数の状況につきましては、

行政常任委員会でもご報告をしたところでございま

すが、前年度比較では大きく減少しており、また北

海道内の多くの公立病院でも外来患者数が減少をし

ているところでございます。具体的には、４月から

６月までの外来患者数のデータとしまして、道内23

の公立病院中19病院で前年度より減少している状況

となっております。北海道地域医療構想におきまし

ても2025年にいわゆる団塊の世代が全て75歳以上と

なる中、これからの医療のあり方は主に青年壮年期

の患者を対象とした病院完結型の医療から高齢者の

特性を踏まえ、住みなれた地域や自宅での生活を支

える地域完結型の医療に重点を移していく必要があ

るとしております。また、2015年に公表されました

経済産業省が所管する研究会の報告書では、入院医

療需要は加齢に伴い増加をするものの、外来医療需

要につきましては若年層の人口減少が進行すること

に加えて、80歳を超えると減少に転じていくとして

おりまして、こうした傾向は当院においても同様の

ことが類推できる状況となっているところでござい

ます。 

 ご要望のありました市民ニーズ調査等につきまし

ては、平成25年度と28年度に医師、看護師を初めと

した医療スタッフの接遇を中心としたアンケート調

査を実施したところでございますけれども、限られ

た医療提供体制の中でおおむねよい評価をいただい

ている状況でございます。このような状況の中、国

においては主に社会保障費の低減等を目的としなが

ら、それぞれの地域事情に応じた地域包括ケアシス

テムの構築を求めておりまして、平成30年度からは

医療報酬と介護報酬の同時改定が行われます。こう

したことから、当院としまして今取り組むべきこと

は介護健康推進課と連携をしながら、歯科を含めた

医療機関、介護施設等の社会資源や地域事情に応じ

たシステムをいかにして構築していくかが重要と考

えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

をいただいた中で、接遇に関してのアンケート調査

は実施されているということでございますけれど

も、そのほか常日ごろ利用者や市民が病院に対して

意見や要望を届けやすいような環境にするといった

ことの対応、対策やこれまでのその実績などはない

かということをさらにちょっと深く聞かせていただ

きたいなというふうに思うのですけれども、よろし

くお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） お答え

をいたします。 

 市民を初めとしました利用者の方々がお気づきに

なられたことですとか、ご意見、ご要望等を述べら

れるように正面玄関や受付カウンター、２階エレベ

ーター横、そして２階、３階の病棟のデイルームに

ご意見箱を設置しておりますので、こうした中で幅

広くご意見等をお聞かせいただければと思っており

ます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひそういった

ご意見箱等が設置されていることなども含めて、さ

らに利用者と市民の方たちに親しみを感じてもらえ

るような連携づくりがとれるような病院体制のあり

方というものも積極的に考えていただきたいという

ふうに思ってございますので、よろしくお願いいた

します。 

 ②に移らせていただきますが、新たな診療科目と

地域連携の可能性についてお伺いをいたしますけれ

ども、ただいまのニーズ調査の必要性というものの

お考えはないということで今お聞きしましたけれど

も、当市におきましては独居世帯数、高齢者が多い

中で医師が訪問するサービスを行いまして、医療と

介護の連携を図りながら、さらに求められる地域医

療を構築していくことというふうに思いますけれど
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も、また病院と市民が多くつながることで、さらに

これからの病院のイメージというものも描かれてい

くというふうに思うのですけれども、そのような地

域連携を通して医療を見出す中で、複数の疾患を抱

える高齢者が多い当市ではございますので、今後病

院経営の中に総合医療科といった新たな今注目をさ

れています科目も考えていく必要性はあるのではな

いかなというふうに考えております。利用者の声、

特性、特徴を捉えた中での新たな診療科目の設置と

いうことの可能性を含めてお伺いをさせていただき

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） お答え

をいたします。 

 先ほども申し上げましたとおり、地域が求める医

療、介護のサービス提供体制を今後いかにして構築

していくかが重要と考えているところでございます

が、医師、看護師等の限られた医療スタッフという

現実を考えた場合、介護施設や検討が進められてい

るサービスつき高齢者住宅などが可能な限り病院近

郊にあることが望ましいと考えているところでござ

いますが、診療科目につきましては４月から皮膚科

が休診となっていますことから、現在は常勤医のい

る内科、外科、小児科、整形外科を中心に、このほ

か眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科の７つの診療科で診

療を行っているところでございます。 

 ご要望の診療科につきましては、今後ますます高

齢化が進展していく中、健康にかかわる諸問題につ

いて適切に対応する医師の必要性がより高くなって

いることから、来年度からスタートします新専門医

制度においても総合診療専門医として位置づけられ

ているところでございます。しかし、一方ではこう

したスペシャリストを育成していく上で指導医が多

く基幹病院のある都市部に医師が集中する可能性が

指摘をされておりまして、都市部の研修人数に制限

を設けるなどしておりますが、先行き不透明な状況

となっております。こうした状況から、北海道が主

催する医療対策協議会等の場におきましても市長み

ずから専門医や地域枠医師が地方の病院に回ってこ

れるよう要望しているところでございますけれど

も、これからはそれぞれの医療機関が独自に医師を

確保する時代ではなく、砂川市立病院等の基幹病院

に医師を集めまして、そこから近隣の病院に医師を

派遣していただくのが現実的とも申し上げていると

ころでございます。 

 当院の内科医には、現行の専門医制度におきまし

て総合内科専門医の資格を有する医師もおるところ

でございますが、先ほども申し上げましたとおり将

来的には若年人口が減少し、外来医療需要の減少も

見込まれます状況から、現状の診療体制の継続に力

を注いでいきたいと考えておりまして、引き続き砂

川市立病院や滝川市立病院等からの診療応援をいた

だきながら診療サービスの維持に努めていきたいと

考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 より多く赤平の

病院を利用していただく方をふやすであったりと

か、どういったことが求められている病院なのかと

いうことを常日ごろやはり調査をしていくことがす

ごく必要なのではないかなというふうに今の答弁を

聞いても感じました。医療の体制等を含めて、近隣

地域との連携も必要になってくるというふうに思い

ますけれども、まず当市の利用者がどういった病院

のあり方というものを求めているのかということを

いま一度お考えいただきたい部分もあるかなという

ふうに思ってございますので、今後さらに見させて

いただきたいというふうに思います。よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、大綱５に移ります。子どもの心身を

守る体制について、①、相談窓口の強化についてお

伺いをさせていただきます。警察庁の統計によりま

すと、2016年には自殺をした子供というのが320人と

いうことで、小学生は12名、中学生93人、高校生は

215名ということなのですけれども、自殺をする子供

の原因といたしまして学業不振など学校の問題が36
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％と最も多く、親子関係の不仲説で家庭の問題とし

て23％、鬱病として健康状態の問題で19％と多岐に

わたる原因があるらしいですけれども、根本の原因

といたしましては子供と親とのかかわり方というも

のが大変問題視をされているところもあるというこ

とでお伺いをしていますけれども、親や先生に自分

の不安を直接話せないまま最悪の状態になる前に、

その気持ちを踏みとどめさせるためにも第三者に子

供が相談できる窓口の充実や当市独自の対応など、

ご検討いただきたいというふうに思ってございます

が、この辺の現在の状況と今後の対応、対策につい

てお伺いをさせていただきます。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 相談窓口の強化につ

いてお答えいたします。 

 議員が言われますように、全国的にいじめや虐待

等が起因となる自殺が増加しており、大変憂慮すべ

き事態であることを認識しているところです。文部

科学省では、平成25年にいじめ防止対策推進法を施

行し、学校が講ずべき基本的施策として道徳教育等

の充実、早期発見の措置、相談体制の整備等のいじ

めに対する対策の推進とともに、市町村においては

調査、研究の推進や啓発活動等につきまして法の整

備が行われたところです。 

 本市におきましてもいじめ問題にかかわる関係機

関の連携強化、防止対策等の施策の調整、重大事案

への対処等について早急な体制づくりが求められま

したことから、平成27年に条例を制定し、新たな組

織として学識経験者、行政機関の職員等から構成さ

れる赤平市いじめ問題対策連絡協議会を設置したと

ころです。８月９日に今年度の第１回会議を開催し、

相談窓口の周知徹底、青少年センターによる小中学

校及び児童館への巡回の強化、道事業でありますス

クールカウンセラーの活用、子ども会議のあり方等

について協議がなされたところです。 

 なお、この会議におきましても相談窓口の周知徹

底が必要とのご意見がありましたことから、従来か

ら広報による周知並びに学校におけるポスターの掲

示を行っているところではありますが、24時間相談

ができ、いじめのほか、育児やしつけ等で悩む保護

者の教育相談にも応じている子供相談センターの情

報や、あるいは虐待に対する情報につきましても周

知を図ってまいりたいと考えております。 

 また、いじめを受けている子供は親に心配をかけ

たくない、弱い自分を知られたくないなどといった

理由から誰にも相談できずに悩んでいるケースがあ

ります。しかし、日常生活において言動や様子に必

ず変化があらわれていると言われておりますことか

ら、いじめを早期に発見するために無気力で集中力

がない、言葉遣いが荒くなったなどの項目を載せた

チェックリストを掲載した保護者向けチラシを配布

し、家庭においても対応していただくよう考えてお

りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひそういった

情報をさらに強化していただきたいというふうに思

います。先日の報道でもありましたけれども、夏休

み明けの９月の１日というのが子供の自殺が一番多

い日であるということでございます。２学期になっ

て不登校の子供がいる場合には大変要注意だなとい

うふうに感じますけれども、当市といたしましても

子供たちに対するそういった情報収集を敏感にして

いただきながら、学校と家族と市とともに共有を最

大限に図りながら最悪な状態を未然に防ぐ対策を本

当にこれからも強化していただきたいというふうに

思っております。 

 そして、先ほど私は統計のほうでお話をさせてい

ただきましたが、日本のこれは統計でございまして、

全体の。その内容によりますと、高校生の自殺者が

多いデータになっています。そして、当市は高校が

ないので、さらに高校生が通学する、利用する場所

や赤平の子供たちが多く通う高校に対しても窓口対

応の情報強化というものも模索していただきながら

お願いしたいなというふうに感じておりますので、

よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、②の道徳の授業のあり方についてお

伺いをさせていただきます。平成30年から、来年か

ら小学校、平成31年から中学校で道徳の授業という

ものが特別教科として加えられるわけですけれど

も、当市としても暗い心を持っている子供たちの解

消につなげる授業の内容として対策をご検討いただ

きたいというふうに思ってございます。前の質問に

も関連いたしますけれども、命を大切に思えるよう

な道徳の授業を強化するべきではないかなというふ

うに感じております。例えば生徒や先生がともに考

えながら、どのような授業形態がいいのかを導き出

すようなワークショップ型の方法や例えば絵本を活

用して子供たちにわかりやすく心を明るくするよう

な取り組みを考えるなど、教科書の選定も含め道徳

の授業の準備や内容に関しまして現状をお聞かせい

ただきたいなというふうに思ってございます。よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 道徳の授業のあり方

についてお答えいたします。 

 道徳教育につきましては、教育基本法及び学校教

育法に基づき、豊かな心を持つための道徳性を養う

ことを目的としており、さらには生命のとうとさを

理解するとともに、自他の生命を尊重することをあ

わせ指導がなされているところであり、小中学校と

もに週１時間、年間35時間の授業が行われていると

ころです。 

 なお、さまざまなルールやマナーを身につけるた

め、最善の判断を行う資質を身につける必要があり

ますことから、道徳教育の必要性の高まりにより小

学校では平成30年度、中学校では平成31年度から従

来の道徳の時間から特別な教科、道徳に変更される

ところです。主な変更点としましては、副読本から

検定教科書を使用すること、また読み聞かせの道徳

から自分自身の問題と捉え、物事に向き合うみずか

らが考え、議論する道徳へと転換を図るものです。

さらに、小学校では道徳のほかに国語においては他

人を思いやる心を育てる、理科においては動植物を

調べることを通して生物の愛護の心を養う、また中

学校の理科においては自然環境を保全し、生命を尊

重する態度を育てる、技術家庭においては幼児発達

や生活の特徴を知るなど、道徳の教科のみならず、

他の教科においても道徳に関する学習が行われるこ

ととなっております。このようなことから、今後教

育現場におきましても教科書の内容を含め、目標を

十分に理解しながら指導方法の工夫、研究が行われ、

指導に当たっては人とのかかわりとして親切、思い

やり、感謝、礼儀、友情、生命や自然、崇高なもの

とのかかわりとしてよりよく生きる喜び、自然保護

や命のとうとさの道徳をさらに深く理解し、身につ

けるよう道徳教育の充実を図ってまいりたいと考え

ておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 道徳の自主教材

をつくっている経験のある先生からも聞いた経緯が

あるのですけれども、やはり子供たちの命に対して、

その命を大切にしてほしいという観点で、先ほども

質問の中で取り上げさせていただきましたけれど

も、絵本を使った教材のあり方というのも工夫した

経緯の中で、やっぱり出産に関する絵本であったり

とかというものも組み込んだらしいです。先生側に

とっても男性の先生だったりとか、出産の経験がな

い女性だったりとかという方たちが命の存在だった

りとかというのをなかなか伝えられない部分がやっ

ぱりどうしても出てくるということで、そんな絵本

を用いて授業の工夫というのを考えているというこ

とも聞いた経緯がありましたので、さまざまなケー

スがあるというふうに思うのですけれども、そうい

った今取り組もうとされているいろいろな情報を収

集していただきまして充実した授業の構築を図って

いただきたいなというふうに感じております。よろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、③、現代病の対応対策についてお伺

いをさせていただきます。子供の生活実態は、豊か

な社会環境ではございますけれども、食べ過ぎであ
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ったりとか、ストレス、運動不足などから生活習慣

病の代表であります肥満が急激に増加しているとい

うことでございます。そのほか、現代病とも言われ

ています携帯依存症やパソコンの利用がふえている

ということから視力の低下、ストレス性のアトピー

性の皮膚炎、虫歯の悪化によります口腔外科の通院

など、生活環境の変化に伴いまして子供たちの体に

も影響を及ぼしていることが多い時代背景となって

います。子供の病院の無料化を手がけます当市だか

らこそ、そういった子供たちの現代病を事前に防ぐ

ための対策というものも考えていかなければいけな

いのではないかというふうに感じております。そう

いった知識や予防につきまして、親の世代であった

り、家族にわかりやすく周知徹底が図れるような機

会をふやすことというものもこれからは大切なので

はないかなというふうに感じてございます。そのあ

たりの対応、対策を含めまして当市の考え方をお聞

かせいただきたく思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 １歳６カ月児及び３歳児健診を実施する中で、医

師や歯科医師による健診と保健師、栄養士などの発

達チェックを行う中で発育上心配な事項のある子が

多く存在しているとの現状があります。その子らに

対しましては、専門医による診療につなげたり、保

健師、管理栄養士、歯科衛生士による生活指導や健

康教育を実施しております。当市におきましては、

早い時期からの歯の磨き方指導やフッ化物塗布と洗

口に取り組んでいることから、昭和の時代と比較し

まして虫歯のある子は減少していますが、不正咬合、

いわゆるかみ合わせの悪い子がふえており、これは

食生活の中でかたい食べ物が敬遠され、かむ回数が

減少し、あごの発育が悪いことが要因とされており

ます。 

 発育上心配のある子の中には、親の子育てに問題

があるケースもあります。生活スタイルが急激に変

化した影響などから、一般的には成人の病気と思わ

れていた肥満に由来する２型糖尿病、脂質異常症な

ど現代病とも言われている小児生活習慣病が学童期

の子供たちの間でもふえてきています。なお、小児

生活習慣病の治療では病気に対する親の理解度が治

療のよしあしに強く影響するため、学校健診などで

異常を指摘された場合は必ず再検査を受けさせ、必

要ならば治療を継続していくことが重要となります

ので、親に対して十分に理解させることも重要であ

ります。いずれにしましても、成人と同様に正しい

食生活とバランスのとれた栄養摂取、適度な運動が

疾病を防ぐ大きな要因になりますので、引き続き健

康教育や広報紙を活用し、啓発をしていきたいと思

っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 子供を取り巻く

環境の中で、親に対するそういった理解というのも

大変共働きも多い家族体制も多い中でそういった情

報収集であったりとか、子供に接する時間もなかっ

たりだとかということもふえてきているというふう

に聞いておりますので、そういった中でも市のほう

で事前に防ぐ情報等をもう少し充実させていただく

ことで意識も広がっていくのではないかなというふ

うに感じているところがありますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時１９分 散 会） 
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